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    午後１時００分  開会

○委員長（西條栄福君） 皆様方には大変ご苦労さまでございます。

  ただいまより東日本大震災対策特別委員会を開催いたします。本日もどうぞよろしくお願い

いたします。

  なお、遅刻委員といたしまして鈴木春光委員が遅刻となっております。

  本日の会議は、７月20日に開催した会議が議事の運営上調査の途中で延会しましたことか

ら、改めて開会するものであります。災害に強いまちづくりや安全安心なまちづくりを進める

ためには、震災復興計画の中でも土地利用計画は重要であるとともに、まちづくりの基本とな

る部分でもありますので、委員皆さん方の積極的なご発言、ご提言などをいただきますようお
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願い申し上げます。

  本日の特別委員会の進め方は、被害状況及び復旧状況について、及び土地基本計画の考え方

についての説明がすべて終了しております。よって、本日は被害状況及び復旧状況について、

及び土地基本計画の考え方についてを一括議題として質疑を受けたいと思いますので、委員皆

様のご協力をお願いいたします。

  それでは、早速会議に入りたいと思います。

  被害状況及び復旧状況について、及び土地基本計画の考え方についてを一括議題といたしま

す。

  前回の会議において担当課長による説明がすべて終了しておりますので、これより質疑に入

りたいと思います。説明に対し伺いたいことがあれば伺ってください。山内昇一委員。

○山内昇一委員 この前の説明で詳細な資料をいただきましてわかった部分もあるんですが、

私、ちょっと疑問があり二、三お聞きしたいと思います。

  今回、何度も言われております未曾有の大震災ということで、当町においても大被害が起き

ました。それはやむを得ないといいますか、仕方がなかったなと思っておるわけでございます

が、本当に亡くなった方あるいは行方不明の方がこんなに多く、1,000人以上出たということ

については本当に何とも言葉が出ないわけでございます。

  それで……（聴取不能の声あり）はい。新しい資料では1,000人以下ですね。そういったこ

とで、今回南三陸町といっても合併して歌津町、志津川のほかに戸倉地区とか浜が歌津地区と

か分かれていますが、そういった中で各地区ごとに亡くなった方あるいは被害者数、被害状況

などもかなり違うと思います。そういったことの区別が詳細に調査されていると思いますの

で、その辺をちょっとお知らせいただきたいと思います。

  それから、もう一つは、放射能ということで２ページの下にまた書いてありますが、この中

で福島県にある東電の原子力発電が地震津波によって崩壊されての被害の影響なわけでござい

ますが、その影響は本県には影響ないのかなと思っていたところ、だんだんと影響が出てまい

りまして、新聞、テレビ等でも報道されております。特に、宮城県産の稲ワラが影響があって

他県の供給された牛のえさによってセシウム汚染ですか、そういったことが今問題視されてい

ます。この前、参事さんからご説明いただきましたが、それで大体わかりますが、この栗原登

米、それから登米市といいますと南三陸町は隣接町です。ごく近いわけでございます。それ

で、特に入谷地区でも畜産をやっておりますので、その辺がちょっと心配なものですから、実

際にこのモニタリングといいますか、調査していると言っておりますが、実際の数値、そうい
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ったことがわかりましたらお願いします。

○委員長（西條栄福君） 課長、ちょっとお待ちください。

  鈴木春光委員が着席しております。

  町民税務課長。

○町民税務課長（阿部俊光君） １点目の今回の震災によります地区ごとの犠牲になられた方の

数というご質問だと思いますが、私ども、今手持ちの資料では住基の死亡者リストというと

ころで、ここにある数字は死因が震災だけではなくて通常の死亡の方も含まれておりますの

で、その数字を申し上げるということでご了解をいただきたいと思います。

  行政区ごとに読み上げてよろしいのでしょうか。はい。（聴取不能の声あり）そうですか。

それでは、例えば10人以上お亡くなりになっている行政区、主なところということで。まず、

西戸の上・下で32名、それから折立で22名、在郷で約37名、波伝谷が15、それから数字が小

さいものですから、あとは中瀬町、これが25、廻館が76名、それから旭ヶ丘17、小森が19名、

十日町10の１と10の２を合わせまして36、それから主なところですが、新田が57、志津が27、

それから歌津に参りまして韮の浜が10名、伊里前上・下で25名、それから名足、中山、失礼

いたしました、名足・石浜が10名ずつ、田の浦が14名、大きな所はそういった数字となって

ございます。

○委員長（西條栄福君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（佐々木三郎君） 稲ワラのセシウムの濃度はというふうなご質問でございま

すけれども、具体的には把握をしていないということでございます。ただ指導の中で、３月11

日以降に収穫したものに関しては給餌しないというふうなことで、これは確認をとっておりま

す。

  今後の対応といたしまして全頭検査をするというふうなことで、肉の全頭検査を行って安全

を確認できたものを出荷するというふうなことで、具体的には宮城県公害衛生センターで調査

をするんですけれども、２台の機械がございまして１台当たり１日50頭検査できますので、１

日100頭というふうなことの機械を使いながら、今月末に態勢が整うというふうなことでござ

いますので、それまでの期間に関しては自粛というふうなことで対応して、全頭検査をして安

全を確認したものについてのみ肥育は出荷するというふうな体制でございます。以上でござい

ます。

○委員長（西條栄福君） 山内昇一委員。

○山内昇一委員 順番逆になりますけれども、町民課長さんがお話ししましたのでそちらの方を
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先に言いますが、私、地区別といって随分細かく言っていただきましたが、こう言ってもらえ

ばいいんですが、大きく志津川とか戸倉とか歌津とかでよかったんですが、詳しく説明したこ

とには超したことはないのでありがとうございます。

  それで、このように地区別に、その土地の環境とか特性とかありますが、被害の状況が異な

るわけです。そういった中で一概に津波ということで片付けられないかなと思うんです。とい

うのは、南三陸町は我々にしてみれば他の県あるいは全国でも有数の防災に強い町ということ

で、毎年のように防災訓練、津波訓練も実施してきましたし、行政無線初め、防潮堤のような

もの、それから水門のようなものも整備してまいりました。あとは町民の意識と逃げるだけと

いいますか、逃げ切れれば人的な被害はかなり少なくなったのかなと思います。

  そういったことで町民の誘導とかあるいは防災無線で町民への呼びかけとかそういったこと

を徹底していたにもかかわらず、地区ごとにこのような被害があったということは、今後は新

規を目指すといいますか、新しいまちづくりを進める上で大切な教訓になるのかなと思いま

す。我々も少なからず委員会の方でいろんなところを見てまいりました。そういった中で一つ

でもそういうものが生かされて、次の防災対策に向けて役立てればいいのかなと思いますし、

そういったことで町民の皆様もいわゆる津波に対する意識をもっと危険意識を持つべきではな

いのかなと思います。今後地区別のそういった被害状況を的確に調査して、今後の防災に強い

まちづくりに役立てていただきたいと思います。

  それから、もう一つは牛のえさなんですが、これは新聞でもテレビでも詳しく言っています

が、いわゆる宮城県産のワラが汚染ということなんですが、宮城県産といっても登米市という

ことで、登米市というのは先ほど言いましたとおり、南三陸町では入谷地区も畜産農家がかな

りございます。そういったことでえさも行ったり来たりしているわけです。そういった中で畜

産農家の方は大分心配しています。そういったことでここを見ますと、いわゆる１カ所で調査

しているように書いていますし、私が考えるには移動してモニターできないのかなと。つまり

心配しているところに行って調査して、安全ということであれば安全な数字とそれからお知ら

せして、そして安心感を与えるといいますか、とにかく１カ所でなく、定期的は難しいと思い

ますので、一度でも二度でも現地に行って調査してみてはどうかなと思います。その辺もう一

つお願いします。

○委員長（西條栄福君） 町民税務課長。

○町民税務課長（阿部俊光君） 罹災の状況でございますけれども、資料にございますとおり、

90数％の方々にまで申請をしていただいております。当課としても今後は、委員がおっしゃ
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るように、地区ごとに死亡の方がどれぐらいいるのか、それから実際に全壊、大規模、そう

いった罹災被害を受けた世帯がどれだけあるのかというようなことを、地区別あるいは名寄

せのような形である時期をもって数値としてきちんと精査をし、いずれはこういった犠牲者

の数から今後の復興について学ぶというふうな資料に活用できるものと思いますので、そう

いった形で取り組んでまいりたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（佐々木三郎君） 具体的な調査ということでございますけれども、県の方か

ら21日までの期限でございまして、肉用牛、それから乳用牛、それから稲作等の被災後の稲ワ

ラとかの取り扱いについてというふうなことの調査が参っております。基本的にはビニールコ

ーティングみたいなものとか、それからあと屋内で使用しているものは安全なんですけれど

も、屋外に野積みされているものの取り扱いについて事細かに調査が来ております。その結果

を踏まえた段階で対応することになろうかと思いますので、そのように状況を見ながら対応し

てまいりたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 山内昇一委員。

○山内昇一委員 津波はわかりました。

  その稲ワラですが、情報によると雨とか風向きでセシウムは飛んでくるそうです。そういっ

たことで隣接するということでもありますし、先ほど言いましたように登米市から実際入谷地

区でもワラを買っています。それから、逆に向こうに行くといったような交流もしています。

また、別な面で見ますと、いまや生活圏の中で登米市と南三陸町はなっているし、それから仮

設住宅でお世話になっているということもありまして、いろんな面で登米市ということがかな

り本町に影響すると思いますので、そういったことの数値ということが、余りむやみに大きく

騒いでも、あるいは言ってもどうしようもないんでしょうけれども、安全であれば数字をはっ

きり出して、安全ですということの数字を説明すべきかなと思ったわけです。以上です。

○委員長（西條栄福君） ほかにございませんか。阿部 建委員。

○阿部 建委員 委員長が最初に申し上げましたとおり、前回当局より説明がありまして、それ

に対する今回は質疑ということであります。が、その前に20日に特別委員会が開かれまして、

きょうは23日であります。その間に、震災……何て言うんだ、特別委員会と言うのかな……

（「町民会議ですか」の声あり）はい、町民……何とかというのが開かれまして、公募の方々

とかね、第２回目。そして、いろんなことが話されました。そのようなことも、今説明に入る

前に、私らから言うまでもなく、委員長がそういうことも説明するようなお手配も必要だと思
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いますよ。

  それから、２ページ目の被害状況、随分変わっているんですね。出すたびに変わっている。

前のは、これ、いつだ。６月10日現在のは死者が541名、今回は544名、行方不明が644名、今

回が437名。今回が行方不明と死者で981名です。前回は約1,200人。なぜそういうふうにこん

なに誤差がある、５人３人差ならわかりますよ。何をやっているの、一体。どういう把握の方

法をとっているのか。本気になって真剣にこういうことを把握しているのかどうか。重要な問

題ですよ。1,185人と981人、200人も違うんですよ。なぜこういう結果が出るのか。それを詳

しく説明していただきたい。

  それから、これからいろいろ質問をするわけですけれども、委員長、これ議事進行で、これ

については長々とやっていると前にかかっていることを忘れたり、答弁する方もわけわからな

くなるんだ。短く何回も、一問一答式で何回も質問して答弁をいただくように、そういう手配

をお願いしたいと思います。まず、その２点についてご答弁願います。

○委員長（西條栄福君） 町民会議のことにつきましては、委員のおっしゃるとおりだと思いま

す。担当課長に説明をさせたいと思います。

○震災復興推進課長（及川 明君） 昨日、第２回目の町民会議ということで開催をいたしたと

ころでございます。昨日は災害時に被害を最小限にする取り組み、そして町のにぎわいを取り

戻す取り組み、こういったテーマでグループ討議を今回もさせていただきました。結果とし

て、まず第１次産業の復興が町の復興の姿であるべきという中で、特にこれから仮設住宅の建

設が終わりまして、本設の住宅の建設の際には豊富な、特に肌が美しいといわれております本

町産の杉を活用した新しい住宅の建て方といいますか、そういったものが提案されておりま

す。それと、安全面につきましては、皮肉にもこういった形で南三陸町という名前が有名にな

ったと。それを今度は日本一または世界一安全なまちづくりを目指した施策を進めるべきだと

いう意見が出されております。

  なお、本来３回目ということで、３回で町民会議を一定の役割を終えるという話でも当初か

らございましたが、委員の方々にご相談したところ、もう少し回数が必要だろうということ

で、さしあたり全体で一応４回、もう一回ふやした形で今後も継続した上で町に対する提言と

いう部分をとりまとめていきたいというふうな考えのようでございます。

○委員長（西條栄福君） 危機管理課長。

○危機管理課長（三浦清隆君） 人的被害の関係でございますけれども、死者については前回の

報告よりも３名ほど、23日現在からすると26名たしかふえているんですけれども、特に大きい
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のは行方不明者でございます。従前報告していた数値は、これは南三陸警察署発表の行方不明

の届け出の件数ということで、５月23日現在では644名という形でご報告申し上げておりまし

た。その後、約１カ月かけまして、警察署で持っているデータと、あと保健福祉課で安否を確

認できなかった数値、これを突合を全部かけまして、中には当然重複した部分がございました

ので、それを度外視した形で最終整理した数値になりますと、今回ご報告申し上げた437名と

いう形でございます。ただ、この437名の中にも震災前からどうしても安否の確認できない方

も存在するということで、おおむね２割程度は今後また調整する必要があるのではないかとい

うことで、一応警察さんからは話をちょうだいしております。

○委員長（西條栄福君） 阿部 建委員。

○阿部 建委員 いろいろと答弁なのか、答弁じゃないのかわかりませんが、理解ができないん

です、危機管理課長の言っていることもね。３分の１も違うんですから、４分の１ぐらいです

か。だれさ、だれのが本当なのかね。警察の方なのか、やはりこれは重要なことですので、も

う少し真剣にやはり対応すべきだと思いますよ。私は真剣味がないというふうにしか判断でき

ませんよ。いかに弁明をしようともね。余りにも誤差がありすぎるんですよ。

  それから、昨日、２回目の、３回目ですか、その復興会議ね。にぎわいのある町、災害を最

小限に、当たり前の話なの、こんなもの。それだけですか。復興会議で話し合われたのは。世

界一なぬす。新しい住宅の、世界一新しい住宅建てると言うんですか。世界一で何するか、も

う一回話してください。それだけじゃないんじゃないですか、新聞なんか見ると。もっともっ

と重要なね、道路づくりがまちづくりには大事だとかいろんなものが新聞に書かれているんで

すよ。そういうことを聞きたいんです。それによって質問が今後始まるんですから、これか

ら。当たり前の話でしょ、にぎわいを取り込むとか災害最小限とか。これ、小学校の人だって

わかりますよ、こんなこと。それじゃなくて、なるほどなと、議員なんかよりもすばらしい意

見をこの復興会議の方々が言っているなというものが欲しいんですよ、本当は。何もないんで

すか。道路づくりの関係でもあったんじゃないですか。道路の関係どういう意見があったか、

もう一度説明してください。

  それから、危機管理課長、もう一度、私の言っていることがおかしいのか。余りにも誤差が

ありすぎると。もう少し、私は真剣味がないと思いますよ、あなた方のやっていることは。出

すたび変わるんですから、とんでもない、そいつが。５人10人はしようがないんですよ。毎日

警察と連絡とっているんじゃないんですか、こういうことは。何日、うちのこの警察と横の連

絡の取り方、恥ずかしくないですか、こういうのを出して、議会に。そう思いませんか。ま
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ず、この２点についてもう一度説明してください。

○委員長（西條栄福君） 震災復興推進課長。

○震災復興推進課長（及川 明君） 委員からご指摘受けましたそのとおりでございます。最初

の前段の部分のお話するのを忘れておりました。

  命を守る道路づくりというご提言も受けております。現在、三陸道も含めてなんですが、国

道45号、398号、今回震災を受けて大分被害も被ったわけでございますが、ある一定の高台へ

移しかえることによって、多機能な役割を担わせることができるだろうというお話もいただい

ております。

  それと、先ほどの世界一安全な町を目指してという部分についてはちょっと説明が不足して

おりますが、今回大災害を被った我々そのものが危機感を持っていると、危機感を一番わかっ

ているだろうと。それを乗り越えて衣食住あらゆる面で安全な町を目指していくべきだという

意見が出されておりました。以上でございます。

○委員長（西條栄福君） 危機管理課長。

○危機管理課長（三浦清隆君） 正確な数値の把握に努めるということは、阿部委員のまさしく

仰せのとおりだと思います。ただ今回の437名の数値については、危機管理課本部として初め

て町のデータとしてご報告を申し上げさせていただきました。従前はずっと、あくまでも行方

不明の届け出の件数という形で警察署の発表をそのまま使わせていただいておりましたので、

その数値と保健福祉課の住民記録等の数値の重複部分を外しますと、こういう数値になってし

まったということでございますが、繰り返しになりますけれども、今後数値の把握にはなお正

確性を期してスピーディーに対応してまいりたいというふうに考えております。

○委員長（西條栄福君） 阿部 建委員。

○阿部 建委員 その道路のアクセスで私この前も話しましたように、やはり道路によって三陸

縦貫道、45号線、三陸縦貫道からのアクセス、それらによって、私はまちづくりが進んでいく

んだろうと、重要なことであるので、それが新聞に上がっているんですから。その重要なこと

はそっち抜きにして、世界一立派な町をつくるとか最小限の災害を防ぐとかにぎわいのある

町、これはかだんなくても皆そういうことを希望していますのでね。もうそんなこと言ってい

る暇がないんですよ。直接、やはりもう仕事に入るんですから。そのようなことに対してその

復興会議の方々がどのような意見を述べたのか。そして、そういう道路づくりが出ていたよう

です、きょうの新聞にね。それでどういう、だれが答弁するのか、おかげでわかりませんが、

それに対してどういうような考え方を町として考えているのか。それから、高速道路も当初新
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聞で示された内容とは１キロぐらいずれると、ずれたようだよというニュースが入ってきてい

ます。それも本当なのか、うそなのか、そこら辺。

  それから、管理課長さん、もう少し警察は警察、警察さ、まかせったからおらは関係ねえん

だよというようなことを言っているのと同じなんですよ、あんたの言っていることは。やはり

お互いにピタッと合わなくちゃ、ある程度は。ピタッとまでは行かなくても、私はそう思いま

すよ。あと答弁はいいですから。時間がないからね。

  その当局のきのうの復興会議の皆さんのご意見の、結局最終的まとめといいますか、結論は

どうなったのか。あと１回しか開かないなら、予定は。あいまいだと１回でわからないから

ね、こういうことしか出ないのでは、１回でも３回でも４回でもいい開いた方がいいと思いま

すよ。何回も開いたけどいい知恵が出るんです。そう私は思います。どういうようなきのうの

復興会議について、道路づくりなどのそういう委員の皆さんの意見について、当局はどういう

ふうに答弁してどういう考えを持ったのか。その辺、担当係ですか、町長ですか、ご答弁を願

います。

○委員長（西條栄福君） ちょっとお待ちください。

  傍聴の申し出があり、これを許可しております。

  震災復興推進課長。

○震災復興推進課長（及川 明君） 昨日開催されましたのは町民会議ということでございまし

て、まだ町民会議の中では町と直接質問を受けてやりとりをするという状況にはなっておりま

せんで、町民の方から出ております委員の方々が、グループごとにまずはそういった案を、構

想を出しているというところでございます。これから開催される町民会議において、実際事業

化のできるものとかそういったものは一緒になって考えていきましょうということにしており

ますので、まとめとしては今後３回目、４回目という中でまとまった意見とか事業というくく

りの中で整理されていくものと思っております。

○委員長（西條栄福君） ちょっとお待ちください。先ほど議事進行につきましてご提言がござ

いましたけれども、冒頭申し上げましたように、特別委員会でございますので活発なるご審

議、ご提案等々いただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

  山内孝樹委員。

○山内孝樹委員 まず、私は建設課の方で仮設住宅の状況や見通し等についてということで説明

をいただきました。20日の臨時会等におきましても、町長の行政報告の中で質問しました件も

改めてお伺いいたしますが、この震災における特殊な仮設住宅は……



１１

○委員長（西條栄福君） ちょっとお待ちください。

  暫時休憩します。

    午後１時３５分 休憩

    午後１時４２分 開議

○委員長（西條栄福君） それでは、再開します。

  山内孝樹委員。

○山内孝樹委員 続けます。建設課長に、途中になりましたが、この仮設住宅の個人情報等の20

日の町長の答弁ではそういうお答えをいただいたんですけれども、やはりその後にも、どうも

こちらにお伺いした遠くの方がなかなか確認をできない方もいたようなんです。それで、あく

まで仮設ということで、個人情報どうのこうのというよりも、やはりそういう周知を徹底、進

めて、拒否をされたらまた別ですけれども、ぜひともこれは必要ではないかと。課長の過日の

答弁では管理員を置くと言いましたが、常駐させるわけではないですよね。常駐させるんです

か。その辺、防災を兼ねた取り組み方ということで大事なことではないかなと思います。それ

で、これも伺ったと思いますが、他町村ではそういう表札、大分押し進めているところもある

と聞いておりますので、この１点をお伺いしたいと。

  それから、あと続けて建設課のこの仮設住宅にかけてもう一点お伺いしますが、20日の臨時

会等の休憩時間等で福祉課長にもお伺いしたんですけれども、日本赤十字の６点セットです

ね、気仙沼の方で親戚か何かの間借りをしている方が、この６点セットをちょうだいしたとい

う連絡を受けたわけです。それを福祉課長の方に確認をしていただきましたところ、そういう

事実はないということで、ややもすれば間借りをして、アパートですか、賃貸契約を結んでい

る方がそのような対象になったのではないかという報告をいただきました。そこで以前にもお

伺いしましたが、仮設住宅ばかりではなく、個人個人プレハブをレンタル、リースをされてい

る方もおるんですけれども、この方々は６点セットの配給の対象にはならないのか。他町村で

そのように対象になって、なぜ南三陸町ではそのような住んでいる方々が対象とならないの

か。この点をお伺いしたいと思います。

  それから、これは誤字かと思うんですが、７ページ、３番目建築の安全性の確認ということ

で「建築支会が相談に応じる」という３行目ね。これは「支える」という字になっているんで

すけれども、その後には「建築士」ですね。これは誤字ではないんでしょうか。その点をお伺

いしたい。
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○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） まず住宅の管理員なんですけれども、これは建設課の方に常駐しま

して仮設住宅を毎日班編制で回っていくというふうなことを今考えてございます。

  それから、表札につきましてはいろいろあるとは思いますけれども、仮設住宅の自治会等も

今組織をしていきますので、そういう自治会からもいろいろ意見を聞きながら、その辺を対応

していきたいと思います。あくまでも個人情報ということですから、個人が承諾しないという

こともございますので、そういうことをまず自治会と話し合いながら進めていきたいと思いま

す。

  それから、家電６点セットでございますけれども、これは公共の仮設住宅と民間賃貸住宅に

ついてはすべて赤十字の方から支給してございます。それで、過日、議会の中で保健福祉課長

の方から答弁があったと思いますけれども、課長の答弁のとおりでございます。

  大変申しわけございません。誤字でございます。大変申しわけございませんでした。

○委員長（西條栄福君） 山内孝樹委員。

○山内孝樹委員 今、課長に答弁していただきましたけれども、ほかの町ではやはりそういう震

災後の仮設住宅等の表札、強制ではないんでしょうけれども、かなり押し進めているところも

あると聞いているんですよ。防災を兼ねて、この前も聞きましたけれども、お答えをいただき

ましたけれども、管理員だけでは済まされないようなことにならなければということで、私、

伺ったわけなんです。ぜひともそういう、拒否をされた方は別ですけれども、周知法に徹底を

して推進をしていただければとこのように思いました。

  それから、その６点セットですね。なぜ民間のリースをされている方が対象にならないの

か、腑に落ちないという方もおるんです。自立の第一歩とかつて伺ったわけなんですけれども

ね。その辺をやはり救済の手といいますか、やはり町自体、町長もそうですけれども、ぜひと

も押し進めて、その点努めていただければと思うわけです。それで伺いました。

  それから、あと１点抜けましたけれども、先ほど前委員が伺いました震災復興町民会議の報

告をいただきましたけれども、私の耳に届きましたのは３回で終わりと。この会議、それでは

不足するのではないか。これでは何のためのまちづくりか、復興かと、そういうある委員から

のご報告をいただいております。その中で出てきたのは、その会議の中でモニュメントです

か、残すか残さないか、危機管理、その点についても報告をいただいておりましたけれども、

又聞きでありまして、また課長から詳細をできればこの場をお借りしてお伺いしたいと思いま

す。
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○委員長（西條栄福君） 震災復興推進課長。

○震災復興推進課長（及川 明君） モニュメントの関係につきましては、テーマの細部の一項

目についてはたしかに、モニュメントといいますか、災害遺構のあり方というのは論点の細か

い部分の中には含まれておりましたが、各グループの討議の状況を見ますと議論は余り深まら

なかったようです。ただグループ発表の際に、モニュメントで人の命は救われないのではない

かといった発言は出てきておりますが、それ以上議論は深まったような状況ではございません

でした。

○委員長（西條栄福君） 山内孝樹委員。

○山内孝樹委員 最後の委員会、改めて報告書等を提出していただけるかと思うんですけれど

も、新聞にも載っておりました。私が言うまでもなくね。各地域で震災に遭われたいろいろな

ものの残し方、賛否両論いろいろあると。やはり慎重に、職員があそこの場所で亡くなったわ

けですよ。その家族のこと、遺族のこととか慎重に取り組まなければならないのではないか

と。あの大学の教授とかが何か残すべきだとか観光とか、言いかえればすぐ観光とか、そうい

うものに結びつけるのではなくね。その心情たるものを慎重に受けとめて察して進めるべきで

はないかと私は思います。以上、終わります。

○委員長（西條栄福君） ほかにありませんか。及川 均委員。

○及川 均委員 私も二、三点お伺いします。

  危機管理課の981名ですね、死者・行方不明者。私も、前者の質問ございましたけれども、

被災当初は南三陸町は１万人が行方不明だというような報道がなされたわけですね。その後、

一連の報道の中で一体どの数字が本当なのやということは、私自身も議員をしながら常に懐疑

的に聞いておりました。そしたら、ここさ来ていきなり今度はもう200人も減るような数字が

出てきたわけですね。本町はこの数字の発表に、全くマスコミに載って日本中を駆け巡ったそ

の数値に本町は全くかかわっておらなかったんですか。その辺のところはどういう、警察発表

だとか何とかと言っていますけれども、本家本元の我が南三陸町の危機管理課はどのようにつ

かんでおってどのようにかかわってきたのか、その辺の経緯を知らせてください。これが１点

ですね。

  それから、町民税務課さんの方ですね。今回の被災で、現在いろいろ家屋調査等しておるよ

うでありますけれども、そうした中に流出、全壊、半壊、こういった方々に対しては大変手厚

い、何年かにわたるとか、あるいは税を減免するとかという手厚い支援策が講じられるわけで

すね。ところが、浜には、うちには全く被害はなかったと、しかしながらいわゆる水族施設、
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船、そういったものがことごとく流出してしまって、全くいわゆる収入を得る手立てをなくし

てしまったと。しかしながら、家屋とか財産、田畑は正常であるがために課税面において今後

そういったものは滞りなく来るんだろうなと。しかしながら、その税を、収入をなくした我々

は一体どうやって払ったらいいんだべねというような素朴な疑問が出てきたと、こういうこと

を実は一町民に聞かれまして、そういった面の考え方、家屋とか田畑とかには被害がなくても

ほとんどの収入を海に頼っていたその生活が、全く海からの収入がゼロになると。ゼロになる

のみならず、その施設を復旧するということはただいまもうマイナスになっていくわけです

ね、これから。そうしたことを考えるとき、らつもねえ家建てたやというふうな話もあるんで

すが、税制面でそういったことはどのように考えたらいいのか、考えられるのか、その辺のと

ころをお聞かせください。それ、２点目ですね。

  それから、３点目は、前回の資料、集落配置パターンともらいましたね。いろいろ、折衷案

だとかＡ案だとかＢ案だとかとあるようであります。しかし、私はこれは、前回も申し上げま

したけれども、道路次第でないのと。まちづくりは、三陸道であり国道45号線でありその迂回

路とか何とかといういわゆる道路がどこを通るかということによってまちづくりはもう99％決

まるよと、私はこう思うんです。ところが、現在、その道路の方針が全くわからない。現在の

45号線はそのまま通るのか、あるいは沈下した分上がるのか。あるいは三陸道は一体どこを通

るのかと。全く何もわからないわけですね。それがゆえに、各道路沿いに営業する業者も一歩

を踏み出せないでもだえている状況です。新聞等の報道によりますと、いち早く気仙沼市なん

かは海を越えて唐桑までもう方針が示されましたね。じゃ、次は南三陸町から本吉までも示さ

れるんだろうなと首を長くして待っているんですけれども、いまだ何の発表もないわけであり

ます。そのことは当局はどのように対応しておられるのか。気仙沼の方針が発表になって、こ

ちらの方針もいつまで発表になんねえだべなと、こう思うんです。せめて方針だけでも発表に

なれば、ああ三陸道はここを通るのかと、しからば45号線はというような考え方も出てくるわ

けですがね。どちらもわからない。町長はわかっているのかわかっていないのか。その辺のと

ころ、現在までの経緯をご説明願いたいと思います。以上、３点。

○委員長（西條栄福君） 危機管理課長。

○危機管理課長（三浦清隆君） まず１点目の人的被害の数値の関係でございますけれども、当

初の１万名という数値につきましては、町の災害対策本部、危機管理課いずれもその数値につ

いては発表している数値ではございませんで、マスコミが基本的にはつくり上げた数値だとい

うふうに思います。その後、町長がしばらくプレス発表上も、行方不明者数については把握で
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きないので、死者の数については把握できた段階では報告しておりました。その後、一定の行

方不明者の届け出件数が警察署でまとまった段階で、その段階からプレス発表等を使いまして

お亡くなりになった方、あと行方不明者数ということでご報告申し上げまして、その数値につ

いては毎日宮城県の災害対策本部の方にも流しておりますので県の合計の数値、また県でも取

りまとめた数値を全国の国の本部の方に報告しておりますので、基本的には町で出している数

値については県、国、いずれも口外して発表している数値というふうに考えております。

○委員長（西條栄福君） 町民税務課長。

○町民税務課長（阿部俊光君） ２点目の被害がなかった方々の税制優遇措置といったものにつ

いてのお尋ねでございます。

  まず、今回の震災で被害を受けられた方につきましては、過般の定例会で詳しく説明をさせ

ていただきましたとおり、条例による減免、それから所得税上は雑損控除という大変大きな公

助によって支援、救援措置がございます。

  及川委員のおっしゃるように、おうちあるいは土地そういったものには全く被害がなかった

と。当然それによりまして、例えば漁業をされている方については水族、船、もろもろを流出

をいたしましたし、また漁業以外の方で、例えば入谷にお住まいの方が全く被害はないんです

けれども勤め先が志津川のとある会社だったために震災で職場を失ったというようなことも、

同じようなケースとして考えられると思います。いずれのケースに対しましても来年の申告の

時期に、この平成23年１年間でそういった方々のお一人お一人収入がお幾らあったのか、それ

からその収入を得るために幾ら経費がかかったのかということをやはりお尋ねをしなくてはな

らないということになると思います。そのときに水族あるいは船に何百万、何千万の被害があ

って、そしてその代替施設を構築をしたということになりますと、当然水揚げは少額であって

もその経費がもう何十倍の経費ということになりますので、それは繰り越しということで何年

間、最大３年間赤字経営ということになりますし、したがいまして、その場合には土地や家屋

の、例えば固定資産税に限定すれば賦課はされますが、そのように収入がないあるいは赤字と

いうことで税を納めることが困難であるということになりますと、これは今回の震災の特例で

はなく、もともと地方税法で徴収を猶予するそういった制度もございますので、それを第一義

的に使うことになるのだろうというふうに思います。ただこの徴収猶予というのは最大２年間

だと記憶してございますが、税金を払わなくていいということではなくて、いずれ事業が安定

をして所得が出るまでの間経過を観察いたしましょうというような趣旨でございます。したが

いまして、当分の間徴収を猶予してその納税を一時的に棚上げしましょうという制度でござい
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ます。ですから、被害のなかった方につきましては、現行の税制に基づいてお一人お一人に相

談に応じてそういう対処をせざるを得ないというふうに考えております。以上です。

○委員長（西條栄福君） 町長。

○町長（佐藤 仁君） 道路の件ですが、及川委員おっしゃるとおり、大変これから絵をかくの

に道路のどこを通るのかということについては、ＪＲも含めて、大変重要だというふうに思

います。それで、大変申しわけないんですが、後で図面をお配りさせていただきます。気仙

沼と同じ時期に当方の図面も１キロ幅で出てございます。その資料を受けまして、国土交通

省の方でアンケートをとってございます。それをとりまとめまして、大体今月中には500メー

トル幅に絞り込むという作業に入ります。それで８月末ごろには大体のルートを決定をして

いくというふうな段取りで、今国交省の方では進めてございます。

  なお、今お話ししましたように図面の方は配付させていただきますので。今コピーとりに行

きました。

○委員長（西條栄福君） 今図面を持ってきて説明をさせます。

  暫時休憩したいと思います。再開は20分にしたいと思います。

    午後２時０３分 休憩

    午後２時２０分 開議

○委員長（西條栄福君）  再開をいたします。

  及川 均委員、大変失礼しました。これより資料の説明をさせてますから、その後に再質問

お願いしたいと思います。

  じゃ、資料の説明をお願いします。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） 資料をお渡ししていますけれども、これは７月１日に記者発表で公

開されておりまして、インターネットでも既に公開されております。それから、各市町村で閲

覧をしておりまして、既に意見を募集いたしました。約4,500ぐらいの意見の中で、当町の意

見は1,290件でございました。

  それで、このルートの公表の進め方ということで、７月１日におおむね１キロの幅で提示を

されております。それがＡ３判の細長くＳ字型に提示をされております。それから７月、今月

末でございますけれども、おおむねのルートとインターチェンジの位置、今度は500メーター

幅でこういったものが大体入ってきます。１キロから半分のエリアに入ってきて、８月末にル
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ートの確定というふうな形に進むようでございます。以上でございます。

○委員長（西條栄福君） 及川 均委員。

○及川 均委員 そうしますと、まず危機管理課さんのですね。マスコミがつくり上げた数だと、

私どもは知らぬ存ぜぬで通ったわけですか、今まで。それはマスコミの数字だよと、私たち

は関知しておりませんと。そして、４カ月もうそ知らねっぺしていたわけですか、今まで。

それはないでしょう。そういう答弁はないと思いますよ。そして、今ここに来て、またいき

なり200も違って、それであんたたち何してたのさと、我々言いたくなるんですよね。だから、

こういうふうなつかみどころのない数字が先走って、マスコミが全国を飛び回って、最後さ

行ったっきゃ、そんなに南三陸町は被害なかったんだと、1,000人も死ななかったよというよ

うな数字が出てきた。ああよかったなと喜ぶのは私もうれしいんです。しかしながら、ほん

であの数字は、一体あの報道は何だったのやということになるわけですよ。その間危機管理

課は一体何をしてたんだやと責められても答えられますか。

  それから、町民税務課さん、確かにそういうふうに来年以降も繰り越して今後も税の減免措

置があるということなんですけれども、漁師さん方は、今水族というのは１年ではとれない

わけですね。大体３年かかる。３年、４年。そうしますと、３年、４年分の資財、水族が入

っているわけですよ。ところが、それが一体どのくらいの価値があるかということは、一切

の申告等被害額調査にも何にもあらわしようがないというか、ないんですよ、今までのとこ

ろ。お宅の家屋の被害はどうでした、車は流れさましたか、どうですかというその調査はあ

りますよね。しかし、水族において、お宅では一体どのぐらいの被害があったんですかとい

う、そういう調査というのは全くないんだ。私も漁業をやっていまして、船も流されました。

水族も全部流されたんです。だけれども、マスコミによると「お宅の方でほいで被害は幾ら

だったんですか、水族」と言われても、自分なりの計算するものはありますよね。しかしな

がら、公的な税務的な面での評価というか、そういう指標もないのかな。それを調査もない。

だけれども、町自体では南三陸町の水族被害はこのぐらいありますよという大きな数字はあ

るんですよね。個々の税務面において申告している中で、その個々の被害額の調べというの

は全くないわけです。その辺のところがどうも我々にも、単年度単年度の水揚げは順調にや

っていけば例えば年に1,500万、2,000万だとかという水揚げになる人たちもあるでしょうね。

ところが、その３年分も４年分も海に入っているわけですよね。それらすべてが流されてし

まったわけですから、人によっては「おらほの被害は億超えるよ」というのがあるけれども、

それのあらわしようがないというようなこともあるわけですね。そうしたことによって生計
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を維持して、そしてうちを建て造作をしたり野山を田んぼつくったり生活やっていたわけで

す。だからその施設は残っていても、それを維持できなくなる、これから。いわゆる水族一

切なくなって収入がなくなるわけですから。あしたからの生活に困る状態なのに、課税の方

は来るのではなかろうかなと。それは世帯割だとか収入割だとかさまざまありますけれども、

そういう減免措置もあるようですけれども、そういった面の水族の評価、個人の評価という

ものを、その辺のところをどうも理解できないし、しようがないし、全く調査もされないし、

というところに町民の疑問があるようですけれども、今後の税制の申告等でその辺のところ

をどのようにあらわしていくのか。その辺のところをお聞かせください。

  それから、高速道路であります。やはり図面あるんですよね。私もこれ不思議になっていた

んだ。三陸縦貫自動車道の特別委員会もありますけれども、こちらの方も全く開かれるいと

まもなかったということで、この図面見てわかるとおり、気仙沼の方はもう方針が定まって

本吉までも津山でも定まって、あと定まらないのは歌津と本吉間だけなんですね。いつまで

こいつ示されねえんだべなと思っていたら、やはり図面ではもう示されてあったわけですよ

ね。ところが、ところがですよ、このことは私も理解しておったんですが、最近アンケート

がありましたよね。アンケートがありまして、７月１日以降に意見の聴取ということでアン

ケートがあったから私も書きました。津波が絶対上がらないところを三陸道通してくれと。

45号線は現状のまま直してもいいけれども、三陸道だけは津波の被災を受けないようなとこ

ろを通してくれというようなことを私は書きました。そうしたら、ここにもありますとおり、

津波浸水区域を極力回避しつつ国道45号線への接続を考慮していますと。つまり、45号線か

ら離さず津波に遭わずというのは大変難しい話なんですけれども、しかしながらこれはやは

り皆さん望んでいる話なんですよね。ところが、最近になって何だか三陸道が随分今度は北

目さはずれるよと、北目を通るとよというような、１キロぐらいずれるというようなうわさ

を私も聞いたんですね。ですから、近々、このごろごく最近にでも、あるいは町長にでもそ

ういう方針的なものが決まって耳にでも入ったのかなと思ったんですが、そういうことはな

いということですか。三陸道の予定は結局この図面どおりに今後進むということですね。す

ると８月末にはルートは確定すると、公表になるということで認識していてよろしゅうござ

いますか。ですね。はい、わかりました。

  これはいいんですが、じゃ次は45号線はどういうことなのかということです。この45号線の

法線あるいは高低、それらは今後どのように、特に歌津地区におきまして、歌津大橋のかけ

かえの問題というものもありますし、その辺のところは町長個人ではあなたはどのように考
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えておるのか。45号線の問題を。それを皆聞きたいと町民は言っているんです。一体町長は

なぜに考えてんだべというのを私に、平成の森に避難しておりましたら国交省のお役人さん

が来まして、「あ、及川さん、生きてた」と私と抱き合ってお互い生存を確認し合ったんで

すが、その彼が、彼に私は問うたんです。大変な時代になって45号線折れてしまったと。こ

れどうする、直すか、別な方回した方がいいのか、予算的にとそこでいろいろ話をしたんで

すが、最終的には町長の判断でしょうねとこう言うんですね、彼も。それが大きな意味合い

を持ちますということでした。ですから、やはり首長の判断は相当大きいんだろうなと思い

ますが、その辺のところ、あれをかけかえするのか、別の法線を考えておるのか、その辺の

ところも。またそれが通ることによって三陸道との兼ね合いも出てきますからね、歌津地区

は。だから、町民がうんとこの道路というものに対して関心を持っているんです、私を初め。

それが定まらないことにはまちづくりも何も話にならないというような一般町民の考え方で

ありますから、その辺のところを町長からの見解を伺いたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 危機管理課長。

○危機管理課長（三浦清隆君） まず、人的被害の数値につきましては、当初１万人と出た段階

では、その数値の信憑性については確認するすべは当然我々もございませんでした。それで、

毎日のように町長、プレス発表でマスコミ対応しておりましたけれども、記憶が確かじゃない

んですけれども、１カ月間ほどは、行方不明者についてどうなんですかという照会があっても

その件については答えられなかったというか、数値がないものですから、人的被害の分につい

ては、特に亡くなった数で把握した分については発表しておりましたけれども、死者と行方不

明者の合計値についてはしばらくの間は公開はしておりませんでした。その後、警察署の方で

行方不明者の届け出件数、これも例えば気仙沼とかほかの市に出した部分も一緒にある分もあ

るので、その部分の重複部分とかを調整して一定の届け出件数がまとまった段階で、じゃこれ

でとりあえず公開してくださいという形で災害対策本部で、警察署の方で発表がありましたの

でそれをもとに、その時からですけれども死者と行方不明の数について公開するようにしたわ

けでございます。

  今回、200名近く減った理由につきましては、先ほど４番委員さんにご説明したとおりでご

ざいますけれども、いずれにしてももう少しスピーディーさを持ってやらなければいけなかっ

たのかなということについては反省をいたしております。

○委員長（西條栄福君） 町民税務課長。

○町民税務課長（阿部俊光君） ２点目の漁業等の水族に関する部分でございますけれども、ま
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ず今回の申告につきましては生活一般の部分ということをまず優先をして、そして通常の農

業所得あるいは漁業所得についても、持っているあるいは残っている資料での範囲内で受け

付けをさせていただいたところであります。

  そこで、先ほど来おっしゃっておりますように、土地建物に被害がなくて、水族あるいは償

却資産等々に多大な損害があったので、これについては今回の申告でほとんどの方々が考慮

をしていただけなかったというような内容だと思うんですけれども、一部会計事務所さんを

頼んでいる方々については所要の勘定経理をなさっているというふうに思いますが、個人事

業の方につきましては、そもそも資料そのものも流されている方が圧倒的に多かろうと思い

ます。それで漁協に聞くにしても恐らく漁協さんの方でもそういった手持ち資料がないとい

うことで、恐らく今回カキやワカメなどの長年の蓄積である漁業用資産を損失として計上す

ることができなかったというのが実態だと思います。

  国税側の方では当分の間申告期限を延長してございます。そこで、まだ税務署とは話をして

おらないんですけれども、いずれご自身が抱えている水族の損害額そういったものを養殖形

態ごとにつかんだ時点で、できれば税務署と相談をしながら、そういう方々にご案内状を出

しながら更正の請求をできるそういう機会を検討してみたいと思っております。しかしなが

ら、税務署も限られたスタッフでやっているということで、しかも宮城県の場合ですと気仙

沼から石巻というふうなところで範囲が広いわけでございますので、時期としては秋を過ぎ

るかもしれませんけれども、いずれ何らかの形でそういう被害、水族部分についてどのよう

な償却の仕方がいいのか、もちろん個人によって持っている規模が違いますので、少額の方

であれば単年度の一括償却もできるだろうし、それから何千万、何億単位という方につきま

しては複数年にわたる償却というようなことにもなろうかと思いますが、いずれ詳しい部分

につきましては税務署と少し協議をさせていただきたいと思いますので、お待ちいただきた

いと思います。

○委員長（西條栄福君） 町長。

○町長（佐藤 仁君） 国道の考え方ですが、先ほど来お話をいたしておりますが、今の復興策

定会議の中におきまして、９月までそういった道路、それからあわせてＪＲ、それを含めて

今検討いたしておりますので、大変早く事業を再開したいという思いも当然そうだというふ

うに思いますが、いずれ計画策定が９月ということになりますので、町民の皆さんにはご迷

惑をおかけしますが、今しばらくお待ちをいただきたいというふうに思います。

○委員長（西條栄福君） ほかにありませんか。髙橋兼次委員。
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○髙橋兼次委員 二つほどまずもってお伺いしたいと思います。

  危機管理課の方の説明を受けたわけでございますが、大変この東電の問題で住民が大分影響

を受けていると。この影響が宮城県まで及んでいると。ご存じのとおり、宮城県でもワラを

売っている方々がこのワラから大分出てきているというようなことで、当分牛肉は食われね

えんじゃねえかなというようなうわさまで出てきているわけでございますが、我が町でも県

の方針によりまして住民の不安解消を図るために計測すると。これは住民の不安というより

は町民の安全を確認するというところなのかなと、何か危機感が薄いのかな、この文言はと

いう感じがさっきからしていたんですが、県の方針に従って役場庁舎内は毎日、あるいは保

育所、小学校、中学校は月に１回というような測定をしているんですが、その測定した結果

そのものはどのような公表をしているのか。どんな数値が出ているのか。不安を解消するた

めだから、やはりそういうものは公表する必要があるのかなと。隠してというか防いで、ま

すます不安が募っていくのかなというような一面もあるのかなと。

  それから、今ワラでいろいろ騒いでいるわけでございますが、牛肉は例えばこれから食わな

くても食わなければいいんだけれども、米は食っていかなくちゃいけないと。その時、今稲

作が行われているんだけれども、この農地、農作物に関しては測定しているのか、していな

いのか。その辺きちんとした調査をしないと後でまた問題も出てくるのかなと、そのような

ことを考えているわけでございます。

  またさらに、一部には海の方、魚にも出たというようなそのような話も、未確認ですが聞い

ているんです。これが余りそういうことが広まっていくと、いろんな風評被害等々にもつな

がっていくおそれもあるので、そこは余り未確認を大きくはしたくないんだけれども、その

辺もしわかっていればわかっている範囲でいいですからお知らせ願いたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 危機管理課長。

○危機管理課長（三浦清隆君） まず、前段の部分でございますけれども、この住民の不安解消

という部分につきましては県の方の文書でこのようになっておりましたので、ひとつご理解を

賜りたいというふうに思います。

  それから、公表につきましては、毎日測定した結果を県の方にメールで発信いたしまして、

宮城県の原子力安全対策室のホームページ上で公開されております。町のホームページからす

ぐに飛べるようになっているんですけれども、まだ測定開始後時期的にまだそんなに日数がた

っておりませんけれども、次回の委員会等でこの数値についてまとめた表を一定の時期がまと

まった段階でお配りしたいなというふうに思います。
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  ただ、その測定数値でございますけれども、役場前で平均して0.1マイクロシーベルトとい

う数値でございました。この数値を１年間ずっと放射線量を受けますと大体１年間で、それで

も１ミリシーベルトに満たない数値ということです。情報によりますと、日本人が１年間に自

然から受ける平均の放射線量が2.4ミリシーベルトという数値でございますので、役場で測定

した数値につきましては基本的には人体に全く影響のない数値というふうには認識してござい

ます。

  後段につきましては、農林、参事の方からお答えをしていただきます。

○委員長（西條栄福君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） 魚に関する放射線の関係でございますが、一部福島の方で魚を

水揚げした際に調べたときにはあったという、そういうような報道はございました。じゃ、当

町のこの海域はどうかということで、この海域も調べております。魚のサンプルを県の方でと

って、それで関係機関の方で調べておりますが、当海域でとった魚に関しましては、マダラと

ツブとスルメイカと水ダコを調査した時点ではございませんでした。放射線というのは蓄積す

るものではございませんで、重金属のようにそれを取り込んだからとそれがずっと蓄積してい

くものではなくて、透過してしまう、通過してしまうんですね。ですから、それを取り込ん

で、例えばセシウムだったらセシウムが放射能を出しますけれども、大体１カ月でその放射能

を出す能力がなくなってしまうんです。ですから、測定するその時点で、取り込んでから１カ

月以内の出している時にはあるんですけれども、その時点によって違うと思いますが、今現

在、こちらの方でサンプルをとったのではなかったんですが、その後海域だとかでいろいろと

回ってきますので、今が大丈夫だからこの先も大丈夫かというのはなかなか言いにくいところ

でございまして、その辺が難しいところなんですが、ただ魚が体に入れてしまったものをその

場ですぐに検査ではかるというわけにはまいりませんで、それを今度は関係機関に持っていっ

てはかるものですから、とってから検査して公表まで結構時間がかかるというのが実情でござ

います。ただ、今現在は海域はございませんでした。

○委員長（西條栄福君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（佐々木三郎君） 東部家畜公検所の方で放射能関係の測定をやっているわけ

なんですけれども、牧草だけだというふうなことでいろいろ調査を行ったんですけれども、そ

の後に飼料というふうなことで、その中に稲ワラは入っていなかったというふうな、県の指導

の中でも後手後手ではあったわけなんですけれども、この辺は東部家畜公検所とか連携とりな

がら、米の対応につきましてもいろいろ指導いただきながら調査をしていきたいと思っており
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ます。

○委員長（西條栄福君） 髙橋兼次委員。

○髙橋兼次委員 この放射能については、総理大臣も何十年というようなスパンの中で物事を考

えているようでございます。現実、ソ連の事故もまだ完全に収束しているわけではないという

ようなことでも流されているわけでございますので、危険にはかわりがないと。これから継続

してやはり調査していくべきだと思います。秋には黄金色になるわけですので、その時に何か

出たとか何とかというのではうまくないから、そういうことでお願いしたいと思います。

  それから、保健福祉課の説明の支援金、義援金です。仮設もどんどんどんどん進みまして、

仮設に入れば自立していくというようなことで、なかなか今仕事も早々には、震災前のような

仕事がないというようなことで自立していくのが大変だというようなことで、被害に遭われた

方々は期待しているというか当てにしているというか、テレビ報道なんかでよく出ると、大分

義援金も集まっているんだけれどもさっぱり来ないというようなことで、いつまで何してんだ

べと、早くくれねえべかというような声もたびたび聞かれるんです。それで、この二次配分の

数字も出ているんですが、全体で何ぼ集まって、それで何ぼぐらい配分になったのか。あと何

ぼぐらい残っているのか。国、県、町と全然数字は違うとは思うんですが、その辺詳しくなく

ていいから、大体でいいから、その辺お聞かせ願いたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） それでは、義援金についてお答えしたいと思います。

  町の方に義援金が来ている額につきましては、７月21日現在で５億9,600万、５億9,600万と

なっております。それで二次配分まで、前日申し上げましたが、配分の合計が４億1,130万を

一次で配分をしたというふうなことで、その後に１億7,800万ほどの配分をさらに二次で行う

というようなことでございまして、最終的には1,100万ほど残額が残るというふうなことにな

りますか。ですから、最終的に５億8,000万ほど配分して終わったというふうな状態になりま

す。

○委員長（西條栄福君） 髙橋兼次委員。

○髙橋兼次委員 大体90％ぐらい、90％以上ですか、終わったと。あとは来るような見通しとい

うか、そういうようなのはあるんですかね。できれば、いろんな方面でいろんな方々が義援金

を募っているようでございますが、被災者は大変困っておりますので、できるだけ協力いただ

ければ幸いかなとそのような感じがしているわけでございます。

  それから、もう一点、まずもって環境対策課の説明の中で消毒というような説明がありまし
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たが、難航している中でも徐々に陸上のがれきは進んでいるようでございますが、陸上は陸上

として乾燥という部分が多いわけでございますが、海から今毎日上がっている部分においては

生ものが混ざって上がっているわけですよね。それで大変衛生面でかなりいろんな障害が出始

めているわけですよ。ですから、やはり消毒、これからどんどんまた暑くなるようでございま

すので、海から上がったものを中心というとちょっと言葉も合わないかなとは思いますが、常

に陸揚げされているところを監視しながらやっていただきたいなというふうに思います。でな

いと、またいろんな問題が後で起きてくる可能性が十分ありますので、ひとつお願いします。

○委員長（西條栄福君） 環境対策課長。

○環境対策課長（千葉晴敏君） それでは、消毒の関係でございますが、この資料に載せてござ

いますこの支援事業の部分でございますが、これは先週22日で終了ということでございます。

それで、今委員ご指摘のとおり、海岸部非常に海からのがれきに伴ってハエがすごく発生して

いる、その現状は十分把握してございます。それで今後の今考えている部分でございますけれ

ども、先日、日本ペストコントロール協会という団体がございましてそちらの方で今沿岸部の

消毒作業の方に支援を行っているということで、早速にそちらの方と連絡を取りながら次の消

毒の計画の方を考えております。また、それでもなかなか実際やってみて手に負えない部分等

あれば、業者に委託とかいろんな形でこれから考えていきたいと思っております。

○委員長（西條栄福君） 髙橋兼次委員。

○髙橋兼次委員 ぜひ強力な対応をしていただきたいと思います。

  それから、まだあるんですが、最後一つにしたいと思います。これまでも再三話はしてきた

わけでございますが、漁港の町単関係の、町の管轄の漁港の応急対応、これをどう考えている

のか。どう進んでいるのか。県単の方では一応応急的な対応の説明はありました。３カ所です

か、泊、伊里前、波伝谷、この区間に応急的かさ上げをするという説明がございましたが、ど

うみても集約が疑われる中で、それはやむを得ないのかなとは思いますが、どう見ても現状的

にはそれだけでは足りないと。それで町の管轄の分の中でもやはりかさ上げを進めていくべき

ではないのかなと。そのようなことで住民の方々は強く要望しているようでございます。ま

た、そうせざるを得ないのかなと思っております。町長はどのようにこれからのことを考えて

いるのか。これからと言ったって近々のことでございますので、できるものであれば、集約は

やむを得ないと思っておるので、かさ上げを進めていただきたいなと思っているんですが、ど

う思いますか。

○委員長（西條栄福君） 町長。
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○町長（佐藤 仁君） ご指摘のとおりでございまして、県として取り組む漁港ございます。４

港ということでございまして、その中で、あとは19港ございますこの南三陸町町単の町管理

の部分につきましては、基本的にはその浜の水揚げ高、それから漁民の方々の数の問題等々

を含めて優先順位を決めていきたいというふうに考えております。

○委員長（西條栄福君） 髙橋兼次委員。

○髙橋兼次委員 全くこういう状態でなかなか手探り状態の中で、すぐあしたやるなんていうの

も難しいことも十分わかっているんですが、やはり復興していくためには一番の源でございま

すので、漁港は。できるだけ、優先順位等もあるようでございますが、この秋に向けて、相当

絞り込んで構いませんので、復旧に進めるべきだと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。以上です。

○委員長（西條栄福君） 三浦清人委員。

○三浦清人委員 最初に、死亡者が541名、不明が644名、合わせて1,185名。７月19日まで私は

この数字を聞かれた方々にお話ししておりました。いろんな方に、町外の方あるいは県外の

方、1,200名の死亡あるいは不明者がいると。できるだけ支援をしていただきたいと、いろん

な団体あるいは個人にもそういうふうな働きかけといいますか、発信をしておりました。20

日になったら200人くらい減ったと。私が今までしゃべったことは、ほんじゃどうだったのか

なということになるんです。三浦委員、頭パニクっていたから仕方ねえのかなと思う方もい

るだろうし、あの人は何語ってんだべなと、あの人の話は信用なんねえなという方もいるの

ではないかなと思うんですが、課長、その辺どう思いますか。私たち、15名の方がそうしゃ

べっていたんです。20日になってわかったのさ。これを見ますと、７月14日現在ということ

だから、14日にわかったわけなんですよね。14日に。15日になぜすぐ訂正しなかったの。い

や、議員さんたちや、間違った数字お知らせしてたやと。早く、一日も早く直さなきゃねえ

と。町民の方々もそう思ってるだろうと。なぜ15日の段階にその訂正をしなかったのか。こ

の責任は重いですよ。どう責任をお取りになりますか。これからあなたの話すことはこれか

ら信用ならないということになりますよ。そうじゃないですか。その辺の考え方、責任の取

り方、どうするのか。

  それでは、順を追って質問に入りたいと思います。

  最初に、新聞等で集団移転の関係で報道されているんですけれども、第３次の予算あるいは

第２次の補正が決まらないうちはなかなか難しいというような話もいろいろ出ているんです

けれども、その集団移転というものの指針といいますか、方針といいますか、そういったも
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のはどういうふうになっているのか。５軒以上の方々がまとまれば国の方で土地を買い上げ

る、あるいは、最終的には町がやるんでしょうけれども無償で土地を貸すとか、そういった

場合は固定資産税は取らないとか、いろんなことがあるんでしょうけれども、そういうふう

なやり方というか方針というか中身について、わかりやすく町民の方々にお知らせしておか

なきゃならないのかなと思うんですが、そういった資料とか何かというのがあれば、皆さん

にわかりやすく説明もしなきゃならないのでいただきたいと思いますし、それからその資料

ですが、先ほど来いろんな数字が出ているんですが、あとでまとめて、答弁なさっているん

だけれども、資料として出していただけるように、委員長、取り計らっていただきたいとい

うふうに思います。

  それから、先ほど来、前者もいろいろ質問しているんですが、三陸道の法線あるいは45号線

の関係、特に歌津大橋という質問もありましたけれども、これは何ですか、例えば45号線の

歌津大橋やるかやらないかというのはこの復興会議で決まるんですか。９月まで結論が出る

まで待ってほしいということなんですが、その復興会議であそこの歌津大橋要らないよと決

まればできなくなるんですかね。私は今改修工事をやっているのかなと思って見ているんで

すけれども、あれは何やっているんだべね。どうなんですか、その辺。そして国交省の方の

考え方どうなっているんですか。あの歌津大橋、やるのかやらないのか。いつ直るのか。い

つ開通になるのか。それをお知らせください。４カ月以上もたっているんですからね。スピ

ード感、スピード感、全然スピード感、お口ばりだ。スピード感ペラペラペラペラって、早

いのは。まだ何にもスピード感ありません。口ばり、ヘラヘラヘラヘラって。何やっている、

４カ月もたって。その辺どうなっているのか。

  それから、公営住宅。公営住宅を何戸どこに建設予定しているのか。きょう段階の町の方針

をお知らせください。

  それから、今ありました町営住宅、半壊とか大規模半壊ですか、修理できるものできないも

のあるんですけれども、その町営住宅の修理できる住宅はいつやるんですか。いつ完成する

のか。それをお知らせください。

  それから、がれきの鉄あるいはアルミ、有価物の売却について、この間臨時会で質問したん

ですが、５月末で約3,700万売り上げがあったという説明がありました。それは日報によって

業者からの申告といいますか、日報によってそれを確認しているというお話でありましたけ

れども、課長がその業者をかなり信頼しているようですね。どれほどのつながりが深いんで

すか。信頼できるまで。そのくらい日報が間違いないという、町の財産を売却するに当たっ
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て日報だけで信用するという信頼感というか、そのお付き合いというのはどれぐらい深いも

のなんですか。私は3,700万じゃなく4,000万だったかもしれないと。後で日報で報告ですけ

れども、実際には4,000万あったかもしれないという考えも持たれますよ。しかし、申告は

3,700万だと。その300万はどこに行ったんですか。課長。だれがどこで使ったんですか、300

万。それをお知らせください。

  それから、いっぱいありますから、委員長、まだ半分しか質問していませんが、後でまたや

りますのでね。

○委員長（西條栄福君） 危機管理課長。

○危機管理課長（三浦清隆君） 数値の報告がおくれましたことにつきましては、率直にこれは

おわび申し上げたいというふうに思います。今後適正な数値の把握に努めてまいりたいと思い

ます。

○委員長（西條栄福君） 震災復興推進課長。

○震災復興推進課長（及川 明君） 集団移転についての地域へ早く説明をすべきだろうという

ことです。その質問につきましては全くそのとおりだと思っていますが、現在、来週月曜日か

ら地域懇談会が行われますけれども、委員の皆様方には配付しております資料で一たん説明し

た上で、地域の皆さんの意見集約とか合意形成あった上で、制度をもっと具体的に知りたいの

であれば私どもが出向いて地域にご説明したいというふうな意向は伝えたいというふうに思い

ますし、今現在も、明日も歌津の韮の浜地区で少し制度の説明をしてほしいという要望があり

ますので、あしたお伺いしますけれども、そういった地域の声についてはこちらの方で率先し

て制度の説明をしたいというふうに思います。

  ただ、この制度につきましては非常に古い制度で、今回のような津波の災害で行った事例と

いうのは奥尻しかございません。今回のような大規模な災害に対して制度改正をさまざまな面

で町の方も要望しておりますので、まずもっては現行制度という形の中で地域には説明してい

きたいというふうに考えております。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） 歌津大橋、45号線の関係ですけれども、町の方には、国交省の方か

らははっきりとした45号線の復旧するということは示されておりません。ただ、相当崩壊をし

ておりますし、その辺の国道敷きのがれきの処理とかそういうものをしながら、今は路体とか

の保全をしているのではないかと思います。

  それと、公営住宅でございますけれども、これにつきましては復興住宅ということで、これ
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から復興会議を含めて、町民の皆さんがどれくらい公営住宅に意向があるかという中で検討が

されてくると思います。

  それから、公営住宅の修理ですけれども、今浸水域に対して復興住宅をこれから計画してい

くものですから、浸水域に公営住宅をそのまま設置するべきかどうかということにつきまし

ても、これから復興住宅を建てていく中で検討はしていかなければならないところでござい

ますので、とりあえず今は復旧についてはその辺の方針が決まった段階で対策をできるか、

すべて復興住宅にかえるかというふうなことになると思います。

  それから、がれきの処理の中で鉄の処理でございますけれども、これにつきましては日本リ

サイクル工業会というふうに、ここでその月の単価というものが一応出されておりまして、

その単価に積み込み費とか運搬費、それからあと二次の選別、例えば鉄にいろいろロープが

絡まっていたり不純物があったり、網とかそういったものを取り除いて、それで単価を設定

してございますので、そういう中で一応進めているところでございます。決して一般に公表

されている単価から低くなっているわけではございません。

  それから、確認につきましては、これは私ども、トラックスケールのあるところにすべて委

託をしてございますので、そのトラックスケールにつきましては、コンピュータの中にその

日時と時間とトン数というものがすべて記録されてございまして、そこから納入の証明とい

うのはすべて出てきますので、それにつきましてはダンプと運搬車、これについてはすべて

町の方で許可車両の許可証をつけてやっております。それでこちらの黒潮グラウンドの方で

その鉄の量とかは一応確認してございますので、それをトラックスケールのところではかっ

て、週１回ぐらいはこちらでも確認に行きますけれども、毎日ということではございません。

毎日の確認は次の朝にこちらの方に書類を持ってきて、それを確認をしているということで

ございます。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。現存の住宅の状況。それから完成はということで。現存し

ている住宅。町営住宅の現存しているやつの状況。それと修繕。

○建設課長（西城 彰君） 町営住宅は400戸ございまして、そのうち256戸は流出、全壊という

ふうなところでございます。それから、６戸ぐらいは改修ということはできるかもしれないん

ですけれども、先ほどお話ししましたけれども、これからの復興住宅、これとしっかりこの辺

につきましては検討しながら進めていかなければならないと考えております。

○委員長（西條栄福君） 三浦清人委員。

○三浦清人委員 危機管理課長、あなた、ここで一言申しわけなかったと。あんたは済むかもし
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れませんが、我々は済みませんよ。今まで何十、何百の方々とこの話す数字を出していたん

ですから。私はそうすると今までしゃべった方に１軒ずつ回って、間違ってました、訂正事

故ですとおわびして歩くんですか。なぜ15日の段階でそれを言わなかったのか。14日にわか

ったならば、20日まで待たないで。人間、過ちとか間違いというのはいいんです、仕方のな

いこと、人間ですから。ただ、それを間違っていたと気づいた段階ですぐに修正はしなきゃ

ならないということなんですよ。なぜ20日までほったらかしにしていたかということだ、私

の言っているのは。14日段階でわかったんでしょう、これ。この数。200も違うんだから。さ

っきどなたか言ったように、５とかならまあいいさ。だれ、200も違って、あんた、そうする

と何ですか、警察の数字が間違っていたということなんだね、行方不明者。警察も当てにな

らないということをあなた言っているの。聞こえているか、この声。わざと大きく言います

よ、聞こえるように。警察の数字当てにならないの。本当にや。なぜすぐ訂正すればよかっ

たのになあ。ずべらだよ、ずべら。歌津の言葉でずべらというんだ、こういうなの。ずべら

こかすとかいうんだ。本当に口ばり達者だ、やっていることはっぱなんな。

  45号線、それから国土交通省は何も出てこないと、話ないと。方針が固まっていないんです

か、国交省の方も、この大橋あるいは45号線について。やはりこれによって、先ほども前者

も言ったけれども、これによってまちづくりというのは出てくるので、まちづくりが出て45

号線とか大橋が直っていくのですか。９月まで待ってけろという話だけれども、震災会議で

結論が出るまで待ってほしいみたいな話だけれども、震災会議でこれを直すとか直さないと

か決まるんですか。そうじゃないでしょう。意味がわからない、言っている意味が。だから、

国交省から聞いたの、直すんですか、直さないんですか。直してほしいからと陳情もしたん

ですか。そこを聞いているんですよ。きょう７月23日、間もなく４カ月半なんですよ。震災

受けて４カ月半。何やってたの。

  それから、公営住宅はどこに何戸つくるかと、まだ決まってねえの。なして。何やってるの。

仮設は２年だと、仮設は２年で出る予定だとやることで進んでいるわけ。２年一時なの。だ

から、今の段階でこういう場所にこれぐらいのものを建てますよと。住民の方々もまず心配

しないで一生懸命頑張ってくださいと、こういうふうな話もしなきゃならないのよ。あした

からやっからってあさって入れますか。入れないんだから。１年と１年半とかかるんですか

ら。だから、希望をとることは大事なの。しかしながら、大体の想像つくわけ。希望どおり

の数なんかすぐ１年２年でできるわけないんだから。最低でも50でも100、これは必要だろう

ということを前もって、まずもって、じゃこのくらいの数はここにつくりましょう、土地の
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交渉をしましょう、造成の計画を立てましょうと、今やらないでいつやるの。おそいくらい

ですよ、もう、４カ月半にもなって何もしていないというのは。これもずべら。その考え方

どうですか。いつからやるんですか。

  私言ったのは、町営住宅の半壊になって修理ができるものがあるでしょうと。それいつやる

んですかという質問。それだけなんです。特に名足の北ノ沢住宅。そういうと、課長、あな

た何を言わんとしているかわかるでしょう。いつやるの。あれから何日たったと思います。

  それから、鉄などの有価物関係ですけれども、いや、私は、あなたの言っていることはあな

たの言っていることで正しいかと思うんだけれども、その話では町民は納得しないの。日報

の報告で、日報の報告で例えば５トンありましたよ、あるいは10トンありましたよと。ああ

そうですかというやり方でしょう。それは５トンの裏付けがどうなっているのかということ

をここで示ししてほしいわけ。こういうことで５トンなんですよときちんとした納得のいく

ような証拠みたいのを出してほしい。だから、私が言っているのは、いや５トンじゃないん

じゃないですか、７トンでも５トンという可能性もあるんじゃないですかと。3,700万だと。

もしかすると4,000万であったんじゃないかと。その300万はどこさ行ったのやという質問な

んだから。簡単でしょう、あなた。そういう質問なんですよ。意味わかりますか、私言って

いる意味。町民が納得できるような裏付けを持った答弁をしていただきたい。

○委員長（西條栄福君） 危機管理課長。

○危機管理課長（三浦清隆君） 改めて報告がおくれましたことも含めましておわびを申し上げ

ますけれども、警察署の発表の数値は、行方不明者の届け出件数ということで警察署で把握し

ている数値でございますので、いずれにしてもその数値については誤りのなかった数値ではご

ざいますけれども、それと町で持っている住民記録情報、この数値とトツゴウ上、その重複し

た部分が約200件近くあったということでございました。ただその報告がおくれましたことは

率直におわびを申し上げたいというふうに思います。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） 国道45号線につきましては、国交省のいろんな考え方もあると思い

ますので、もう少し経過を見ながらいろいろ対処していかなければならないと思います。

  それから、公営住宅でございますけれども、これは高台移転とかこれからいろいろ復興計画

を立てていきますので、そういう浸水域じゃないところにやはり一般住宅と併用をしながら対

策は立てていかなければならないと思います。もちろん単独で建てる場所もあればそういった

ところに建てていけると思いますけれども、やはり復興計画がもう少し進まないとこの公営住
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宅もしっかりした計画が立てられないのではないかと思います。

  それから、その修理なんですけれども、浸水域の公営住宅について今後どうするかというこ

とも今議論をしておりますので、その復興計画の中でそういったこともしっかり対策をとって

いかなければならないと思います。

  それから、がれき、鉄の処理ですけれども、鉄の重量はその１台のトラックに詰める重量と

いうのはおおむね、多少の重量の差は出てきますけれども、おおむねの重量というものが大体

想定、報告書、トラックスケールできちんと計量したその数値が、極端に減少があったとかそ

ういうことになれば、私どもの方もやはりそこについてはしっかり調査をして指摘をします。

あと、こちらから積み込んでいくものについてはそれも量の把握というのは現地の方でやって

おりますのでそういう中で、あとはトラックの台数と時間とかそういうところを確認させてい

ただいて、次の朝それを認定して進めているということでございます。

○委員長（西條栄福君） 三浦清人委員。

○三浦清人委員 復興会議、復興会議と、その復興計画が出ないと、そうすると45号線あるいは

歌津大橋等は進まないということを言っているんですね。復興会議の経過を見なくちゃなら

ないということを言っているということは。だから大橋は直すの、直さないの、今の段階で

は復興計画が出ないからわからないということ。その辺どうなっているの。はっぱり、課長

さんの、おらこの少し回転が悪いものだから、あなたのお話はっぱり理解しかねてるや。だ

れか私のような方でもわかるように説明できる方にお願いしたんだけれども、副町長、うな

ずいているから頼むんだけれども、どうなんですかね、歌津大橋とか45号線の改修とか、そ

ういうところの国交省の考え方とかというのはどうなっているんですか。いつごろこれ発表

になってわかるの。それまで指くわえて待ってるの。あんた方、国交省に何回か足運んだの。

こうやってけろ、ああやってけろ、いつまで何してんのやと。岩手県では、岩手県では２カ

月も早く整備したと新聞でもテレビでも報道になりましたよ。思ったよりも２カ月も早く岩

手県で。なして違うのさ、宮城県と岩手県で。そういうふうに放送されていましたよ。あん

なに、何さ行く、国会の方と、あるいは国土交通大臣に行くというのであれば、議会でも、

委員長、特別委員会でも一緒に行ってお願いすることは何も造作もないことだ。どんどんど

んどん行ってさ、お願いすべきじゃないですか、その復興計画だ何かと待って、復興計画だ

ってまたいつ開催になっていつ結論出るんだか。９月までとかと言うんだけれども、９月ま

でどうなるかわかんねえで待っているんですか。そんでいいんですかね。

  それから、半壊になった町営住宅の改修、まだやるかやらないかわからないということだ。
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だれが決めるの。やるかやらないかだれが決めるの。いつ決まるの。やるとなればいつから

始まるの。ここでだけ何とかこの特別委員会の質問をかわせばいいなんて考え持たれては困

りますよ。

  それから、がれき。この間鉄くずの処理数量渡されたんだよね。そうすると、数字が違って

たんや、これも。あなたが言った話とここに載った数字の金額が違っていたのよ。前の臨時

会で話されたときには、５月末で3,700万という話だったが、これ3,300万だ。400万少なくな

ってた。どこ行ったの、その400万。3,700万と答弁してたの、あんた。これ見たら、3,300万

だ、いや、3,400万だ。300万どこに行ったの。どこさか使ってしまったの。それ自体から信

用ならないんだ。それから、これは鈴勇というところと高田商店というところなんだけれど

も、これは売ったところね。運んでいるところはどこだということです、私の聞いているの

は。運んでいる業者さんが。そこでどのような看貫のかけ方、それからそのコンピュータ、

日報でやるんでしょう、コンピュータ。それの確認というのはどこで確認しているの。コン

ピュータというのはインプットしないことには出てこないんだすぺ。何月何日何時何分で何

トンと。そいつの資料出してください、全部これまでの。確認しますから。まずもって。

○委員長（西條栄福君） 副町長。

○副町長（遠藤健治君） 三陸道と45号線の考え方でございますけれども、建設課長、先ほどか

ら説明をしているとおりでございます。私がお話ししても基本的な内容は同じでございます。

なかなかご理解いただけないようでございますけれども、繰り返しになりますけれども、町長

申し上げておりますように、三陸道あるいはＪＲ、国道、やはり町の復興計画とのすりあわせ

の中で新しいルートが、お互い調整しながらやりましょうというのが基本的な考え方で、その

ために今復興会議の中には国交省の方からもお入りいただきながら、その状況の中で45号線等

の法線も決まってくるということになりますので、それでいいのか悪いのかというご質問でご

ざいますけれども、それが現実、現状だろうというふうに思っています。

  それから、歌津大橋、大分お話出てございますけれども、実は小泉大橋でもあれは本復旧で

はございませんで、仮設でございます。この浸水域、45号線ルートはどこも正式に法線決まっ

ておりません。南三陸町だけでございません。ただし、幹線道路としての機能は確保しましょ

うということで、その現状に合わせた形で橋を、うちの町でも水尻川もそうでございますけれ

ども、あのような形で機能を確保しようということでやっておるのが、先ほど三浦委員からお

話あったように他県での橋もそうでございます。歌津地域についてはなかなかあの橋に仮設と

いう形については大変な工事になるというので、旧国道を、市街地の部分を２車線化をして当
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面機能を回復しようということで措置をしたのが現状の道路でございまして、いずれ歌津大橋

という形も含め、今これから議論をしております町の復興計画の中で45号線が、歌津地域であ

れ志津川地域であれ、それがどのように変えていった方がいいのか、変わるのか、これからも

う少しの間のいろんな議論の中で見えてくるということでございますので、そこはそのように

ひとつ、繰り返しになりますけれども、それでいいと思っているのかというお話でございます

けれども、それが現実、今回被災を受けた現状のこの市街地が地盤沈下をしている中で今の45

号線、そういう法線をそのまま活用すべきなのかどうかという議論も含めてやっていかなきゃ

ならないのが事実でございます、現状でございますので、そこはそのようにひとつご理解をい

ただきたいというように思います。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） 名足の住宅につきましては浸水域でございますので、基本的に浸水

域にこれから公営住宅を建設すべきかどうかということもございますので、その復興計画の推

移を見ながら、その辺は判断をしていかなければならないと思います。

  それから、そこまでの運搬、これは鹿又と石の森に、鈴勇さんは鹿又でございます。そこに

トラックスケールがございます。それから高田商店は石の森にトラックスケールがございます

ので、そこでこちらから運んでいったものを計量して、そこで計量のプリントみたいなのが出

てくるわけです。それを確認を次の朝にしているというところでございます。ただ、それにつ

いては、こちらの方からどういうシステムでそれを出しているかということも、こちらの方で

一応行って確認しながらやっておりますので、ただ今の状況の中ですべての確認をなかなか難

しい状況もございますので、一定等の車の台数とか重量とかそういう中で次の朝に確認をして

おります。

○委員長（西條栄福君） 副町長。

○副町長（遠藤健治君） ちょっと道路と同じように公営住宅の復興住宅の建設予定のお話でご

ざいますけれども、その必要性なり早急に取り組まなきゃならない、あるいは取り組むべき課

題であるというのは委員のおっしゃるとおりでございます。現在、仮設住宅もおかげさまで何

とか一定のめどがつき、一定の期間内でいよいよ復興住宅、仮設住宅の機能の終結を迎えるそ

の前に、公営住宅へなお依存をしていかざるを得ない世帯はかなり多いだろうということにつ

いては、私らも十分認識をいたしております。本来なら仮設住宅の建設終了と同時に早々に復

興住宅の建設計画に取り組みべきが最重要課題だということも十分認識しておりますけれど

も、先ほど建設課長がご説明申し上げましたように、これまた大変残念ながら現状としては、
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そういう公営住宅の建設用地すらこれから新しいまちづくり計画の中で計画をし、そしてそこ

に位置づけ、そして具体的な造成工事なども行いながら住宅建設に向けて取り組まなきゃなら

ないという現状、現実的な問題もございます。ただ、それだけを待っていていいのかというこ

とになりますと、４年５年、それで数百戸の公営住宅が建設できるかということについても、

私らも強い懸念感を持ってございます。したがって、復興計画の中での公営住宅という場所だ

けじゃなくて、それ以外の部分も含めて、これらの対策についてはやはり喫緊の課題として検

討していくべきだという認識は強く持っております。

○委員長（西條栄福君） 三浦清人委員。

○三浦清人委員 はっきりとした45号線のルートあるいは本道路、それはわかるんです。だから、

まず45号線抜きにして、歌津大橋、大橋の改修はいつごろできる予定。これはやっているん

でしょう、あれは。改修。まだやっていないの。そこ、どうなっているのか。つくってもら

うように陳情だの請願をしなくていいのかということです、私が言っているのは。だから、

さっきも言ったように、わかんざらば特別委員会でも皆さんで行ってお願いしましょうとい

うことも含めてのことなんです。答弁が今こっちから聞いてるんだけれどもね。大変です、

私も。質問から答弁から、しゃべりながら聞かなくちゃならないから。

  それで、公営住宅の建設、それから修理の問題も、これ一体なんですけれども、とにかく急

がないと、急がないとよその町に出て行かれる可能性があるから私言っているんですよ。現

に、ここに入っている住宅にいた方が、まだ直せないということで登米市に住所を移転した

方がおります、現実に。こういう方々が町の対策がおくれるとどんどんどんどんふえていく

可能性がある。人口がさらに減っていく、これを懸念しているんですよ。だから、一刻も早

く、２年間の仮設住宅生活していても、近いうちに公営住宅も直す、あるいは新しくこうい

った場所に建てますよということで皆さんに発信することによって皆さん安心して、じゃこ

こにいましょうということもなり得るわけですから、それを私言っているんですよ。ぜひ一

日も早く、もう４カ月も過ぎているんだから、もう来月あたりからこういう土地にこれぐら

いの建設をしますよと発信をしなきゃならないと私は思いますよ。その辺の考え方いかがで

すか。それを言っているんです。人口減らなければいいんですよ。ますます減りますよ、こ

んなことしていると。

  それから、課長、例えば10台持っていったと。トラック10台。その紙っこだかコンピュータ

だか、チャチャチャと出てきたと。役場さ来る途中で風で一枚飛ばされたと。例えばですよ。

はややや、これ困ったやと。ええ、仕方ねえ、９枚持っていくべと。課長、９枚しかなくて
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も、あ、９枚だねということになるんでしょ。そうじゃないの。10台ということはちゃんと

わかるわけ。そのデータ全部欲しいわけ。何もってその10台だと、何トンだというその裏付

けがどうやって証明できるのやということを質問しているんですよ、私は。そこをわかりや

すいように。

○委員長（西條栄福君） 副町長。

○副町長（遠藤健治君） 公営住宅の建設に関しては、私もそういう認識の中で先ほどお話をさ

せていただきましたし、その上で、あえて三浦委員の方から強い建設に早急に臨むべきだとい

うようなお話でございます。それは全くそのとおり。そういう認識で取り組んでまいりたいと

いうふうに思います。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） 国交省の方から正式な形で町の方にそういうふうな意思表示、こう

いう計画だということはまだ来ておりませんので、その辺は私どももこれから注意をしながら

国交省の方の方向性を聞いていきたいと思います。

  それから、重量のことですけれども、これは車の一日の台数とか、車のこちらで許可してい

る台数があるんですけれどもそれの一日の作業量とか、そういうところを何時に到着して何ト

ン計量したかというものがわかりますので、風で飛んでしまったというそういうこともあるか

もしれませんけれども、そういうふうな日報とか実際の車の稼働の中で一応それは確認はでき

ると思います。それから、トラックスケールについても月に１回検査をしているということな

ので、その辺についてはこちらの方で、日報等も含めてトラックスケールのコンピュータとの

連動性にしても確認はできると思っております。

○委員長（西條栄福君） ほかにありませんか。

  ちょっとお待ちください。質問者も多数いるようでございますので、ここで暫時休憩をした

いと思います。再開は３時50分としたいと思います。

    午後３時３６分 休憩

    午後３時５０分 開議

○委員長（西條栄福君） おそろいのようでございますので、会議を再開いたします。

  鈴木春光委員。

○鈴木春光委員 震災罹災の反省点を踏まえまして、復興へ向けて次の点についてお聞かせ願い

たいと思います。
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  まず、先ほどは主要道路問題等々についてお話がありましたけれども、今回の震災でやはり

必要であったんじゃないかなという主要道路の接続する道路がたくさんあったんじゃないかな

と思います。それは例えば、避難道とか裏道路の整備です。簡単にいえばそういうこと。これ

をやはり何かに、短くお話ししますから、短く答弁して結構です。とにかく先ほどもお話あり

ましたけれども……町から実際どんどん人口が減っていくのではないかなというのが危惧され

るものだから、やはりスピード感を持った対応をしてもらいたいなと思います。

  それで、まずもって、土地利用の方の関係で、市街地形成、この立ち入り制限区域がいつ解

除されるのかと。おわかりのとおり地ベース問題で相当浸水しているものですから、その辺を

踏まえて、本当に国で買い上げてけんのか、あるいは県の対応は被災地のそういう土地に対し

てどういうふうな対応をしてくれるのか。この辺をまずもって１点お聞かせ願いたいと思いま

す。

  それから、浸水した建物の再活用と言ったらいいかな。例えば病院の問題、デイサービス、

慈恵園、この辺も見てまいりました。それから松原住宅とか町営住宅ですか、そういったもの

を、あるいは学校ですね、そういったものの復活再生、これをどう考えているのかということ

です。これ、２点目。

  それから、もう一つはご存じのように戸倉の小学校、中学校、善王寺に行っております。１

時間の通学バスで通っていると聞いておりますけれども、その児童がいつ戻れるのかというこ

とです。いつ戻れるのかと。非常に新聞報道等によりますと、バスに揺られて１時間、そうや

って体調も崩しているというような情報も聞いております。そういうようなことでこの点につ

いてもお聞かせ願いたいと思います。

  さらに、関連でございますけれども、このことについての士気感といいますか、教育長の選

任は早めるべきじゃないかなというようなことでございます。

  それから、もう一つは、やはり仮設住宅と並行して公営住宅の、先ほどもありましたけれど

も、造成等々を早めるべきでないかなと。そのためには農地の農振地域を見直してほしいとい

うことでございますから、振興課長、よろしくこの辺をお聞かせ願いたいと思います。

  さらには、ライフラインで一番今回おくれをとったのは水道ですよ、水道。送水、給水。そ

れでこれは問題は水源地にあったんじゃないかなと私は思うので、その水源地の移設、発掘と

いいますか、そういったものをどう考えているのか。この辺、５点までお願いしたいと思いま

す。

○委員長（西條栄福君） 町長。
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○町長（佐藤 仁君） 私の方から２点ほど答弁をさせていただきますが、国の土地の買い上げ

の問題でございますが、この件につきましては従前から国の方に要望書という形の中で、私

ども、国にぜひとも買い上げをしていただきたいということでこれまでもやってまいりまし

た。多分テレビ、新聞の報道等でご承知だと思いますが、先日、菅総理が答弁の中で土地の

買い上げということについて言及をいたしております。ただ決定ではございませんので、そ

の辺では我々としても菅総理の口から直接その土地の買い上げの件が出たということについ

ては、一歩前進かなというふうな思いがいたしてございます。

  それから、教育長の件でございますが、この件については、現在、田生教育長行方不明とい

うことでございますのでご了承いただきたいというふうに思います。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） 市街地で今建築制限が行われていますけれども、９月11日まで制限

が今行われております。それから、そこでまだ都市計画等が必要になれば、11月11日まで２カ

月間最終の延長が可能であるということでございます。

○委員長（西條栄福君） 震災復興推進課長。

○震災復興推進課長（及川 明君） 浸水した建物の再活用ということでございますが、基本方

針でもお示ししておりますとおり、命を守る土地利用への転換ということもございますので、

浸水した建物を安心してそこでいろんな、医療活動とか住宅として供用することが本当にふさ

わしいかという問題につきましては、町としては高いところにそういった公共施設も集めたい

という考えもございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

○委員長（西條栄福君） 教育総務課長。

○教育総務課長（芳賀俊幸君） 戸倉小・中のことですけれども、当初善王寺については、集団

避難というような考え方から、仮設ができて親元がこっちに戻ってきた中で子供たちも一緒

にというふうなそういったことで考えておりましたけれども、今般、１学期経過した中で子

供たちの様子を見るというふうな状況につけて、ご父兄の方から年度の途中で戻さないで何

とか１年間善王寺の方に置かせてくれないかというそういった申し入れもございまして、そ

の辺のことも正式にございましたので、戻すタイミングについては今検討中でございます。

○委員長（西條栄福君） ちょっとお待ちください。

  お諮りいたします。間もなく４時を報ぜんとしております。審議終了まで時間延長したいと

思います。これにご異議ございませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○委員長（西條栄福君） ご異議なしと認めます。よって、時間延長することといたします。

  産業振興課参事。

○産業振興課参事（佐々木三郎君） それでは、農業振興地域の見直しの件のご質問でございま

す。従前、震災前につきましては、毎年６月、12月というふうなことで年２回に区切りまして

申請を受け付けておりました。その処理期間は６カ月を要しまして、その後に農地法の農定の

申請の受け付けというふうなことで２カ月間を要しておったところでございます。震災後、応

急なる対応というふうなことで同時申請、同時受け付けの処理期間２カ月半というふうなこと

で対応できるようになってございます。必要な申請があった段階で適切に対応できるものと思

っております。以上です。

○委員長（西條栄福君） 上下水道事業所長。

○上下水道事業所長（千葉雅久君） 水源地の移設等ということのご質問でございますが、現

在、国交省の方から業務委託を受けています業者さんの方にうちの方の管路台帳、水源地含め

まして、それらの本町の復興計画に貼り合わせてどういうような形の方がよろしいかというこ

とで、今検討しているところでございます。以上です。

○委員長（西條栄福君） 鈴木春光委員。

○鈴木春光委員 さきに町長の答弁では、市街地区域と称される被災地を国で買い上げてくれる

のかどうかというお尋ねをしたわけでございますけれども、そのことについては菅首相さん

も一生懸命やっている、うちの町長も一生懸命やっているんだけれども、国会中継を見てい

ると本当にいじめられっぱなしだなというふうな思いをしながら、ご苦労に感謝しているわ

けなんだけれども、菅首相、本当に言明したから大丈夫かな、あるいは町長さんも言明した

から大丈夫かなというだけれども、なかなかはかどらないからこの質問をしているわけです。

それはどんどんこの地域から住民は登米市の方へと向けて行っているんだよということを、

先ほどもどなたかがおっしゃったように、動き始めているんです。そういうことを心配して、

これをやはりいち早く示すべきでないかなと。例えば、現在海岸地域に行場さんとか佐藤鉄

工とかも船の関係では鉄骨工場を建て始めている。あるいは、中学校前にはコンビニも始ま

っていると。この地域はいかったのかなと。ほかの人たちさはまだ何ら通達というか、制限

区域の解除の通知がなされていないということでございますので、この辺をひとつ早めて通

知すべきであろうと。そして、やはり復興へ一歩進めてほしい。それは仮設住宅に住んでい

る人も避難している人も、やはり買い物、今登米さだけ行っているものだから、そういうこ

とを早く地元で買い求められるように、あるいは地元の復興に対して応援体制をもらえるよ
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うな仕組みをつくっていったらいいのかなということでございます。

  次に、建設課長、仮設住宅と並行して公営住宅の造成なり敷地確保をしたらいいんでないか

という質問だったんです。仮設の延長をさっき話されたようだけれども、そういうことでは

なかったです。つまり、お示しのように図面では第一市街地形成はアリーナ周辺だと、第二

は高校後から旭ヶ丘だと。そして、歌津地区では吉野沢団地だと、こういうようなお示しを

いただいているわけなんですけれども、ここだけでは3,300戸あるいは１万5,000の住民の住

宅地、いつまでも仮設だけといられないから、それをどうするんだということをお尋ねした。

つまり、そのほかに例えば戸倉地区だったらどこがいいのか、あるいは入谷地区だったらど

こがいいのか、清水前浜はどうするんだと、その造成、仮設とは違った公営住宅なり宅地造

成の設置場所というのを考えるべきじゃないかなというお尋ねでございますから、この点は

どうしたらいいのかということでございます。

  それから、次に教育課長、教育長にかわってやっているんだから大変だろうと思うんですけ

れども、１学期が終わってタイミングを見て帰したいと言うんだけれども、私が心配するの

は善王寺の学校は平成８年に閉校しているわけだ。入谷の中学校は平成21年ですから、閉校

したのが、こいつ善王寺果たして老朽化あるいは危険校舎になっていなかったのかと。そこ

にいつまでも置く必要性がねえんでねえかなという思いからこういうお尋ねをしているし、

志津川小学校でも志津川中学校でも、あるいは高校も皆登米郡さ行っているということは、

町長は登米郡と合併すんでねえかやなんていう声も聞こえてきているんですよ。町長は合併

する意志はねえびょん、やっぱり南三陸町をいかに復興させるかということの考え方で、私

はまちづくりを進めてきていると思うんですけれども、この点についてもお考えをお聞かせ

願いたいと思います。

  それと、子供たちをほかへやるということは、勉強だけでなくて、人間の成長過程の中でい

かに子供のときから幼児のときからつながりをつけるということは、将来のまちづくりにど

んなに大きくお互いが助け合える気持ちになるかという人間形成ができると思うんですよ。

しかも中学校、高校生は10年後の復興発展期には、10年ですよ、25歳、町の中堅となってま

ちづくりに貢献できる人たちです。

○委員長（西條栄福君） 鈴木委員。マイク近づけて。

○鈴木春光委員 はい。びっくりしたや。ここらで簡明にだなんて言われると思って。こそっか

らね、そういうふうに言われると。だけれども、余り近すぎると余り高すぎるんでねえべか。

大丈夫。はい。戻ります。
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  そういうことで、教育課長、ぜひこれは早めて、早めて学校の復活を私は望みたいと思いま

す。もちろんそういうふうに父兄だって望んでいると思うんですよ。そして、こっつさうつ

せば、あっつ、同じ仮設に入っていてもあっつから運ぶことはでんだけども、こっつに住ん

でいる人が多い人たちをあっつまでわざわざ運ばなくたって、ほれ、いいんでねえか。運ぶ

ということはあれだね、交通で送迎しなくてもいいんでねえかなというふうに思うんですよ。

その辺を、教育課長、あんたが教育長にかわってやっていると思うので大変ご苦労には感謝

するんだけれども、そういうふうに思います。

  それから、水源地の移設の問題ですけれども、課長、田尻畑の水源地からこっちの助作のと

ころまで水を運んで助作の水源地は……スケヅクリか、ごめんなさい、その水はくめばくむ

ほど水源というものは寄っていくんですよ。塩水がくんでもくんでも３ヶ月経っても塩分が

抜けないというのはそのためなんですよ。だから、塩分が戻らないような水源地を確保して

ください。入谷なんかいっぱい水あるからね。歌津の上沢でもいいです。払川のダムを利用

したって歌津地域はすごく、こうしたところへ考えてほしいと思いますよ。ぜひそういうこ

とを復興計画に考えるべきだろうというふうに思います。

  それから、農振地域、農業振興参事、なぜこういう見直してほしいかと言うと、通常だと町

の農業委員会に申告して６カ月かかるという答弁でしたね。それを今回はこの震災に対応す

るために２カ月で従来の事務手続ができるというようなご答弁だったと思いますけれども、

なぜこの見直ししてほしいということをお尋ねしたかというと、今回だけでなくして、復興

10年のうちに農地の転用をこういうふうに期間が長くなった場合には、建てられない住宅、

貸してもいい宅地、売ってもいい宅地、そういったものが田や畑では即対応できないという

こと、欲しい人さすぐできない。現に、今コンビニをつくりたい、あるいはお医者さんが来

たい、あるいは銀行も入谷ならいいかもしれん、というような声さえ出ているんです。そう

いうときに、いかにこういう要望者に対して対応できるかというのが、この農振地域を見直

しておく必要性があるんじゃないかなというような思いでこの質問をしているわけでござい

ますから、このことについてお願いしたいと思います。

  それから、浸水した建物の復活再生、これをできないかといったらこれはだれも答弁してい

ないね。病院、例えばデイサービス、慈恵園、松原住宅、こういうものは……あった。高い

とこさ、高いとこさ移したいという答弁だったらば、これは復活を考えていない、再利用を

考えていないというような解釈でいいですね。そのとおりだね。だけれども、もってえねえ

なと思って。仮設住宅さ、きのう、きょうあたりは余り温度も上がらねえからだけれども、
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大変だと言っているんですよ。大変だと。ただ、なぜこのお尋ねをしたかというと、石巻の

市立病院は全く志津川の組合病院以上に近いところに建っていて、これを再利用するんです

よね。これはいろいろ問題もあるけれども、そういう提案を市側ではしているということで

のお尋ねです。

  それから、慈恵園だって私たち調査したんですけれども、あいつもし裏山へ石段でなくて、

避難道路が２本もつけられてあったら、あんなに犠牲者は出さねえで済んだんじゃねえかな。

せっかく楽しみにして年寄りたちは風呂さ入りさ来たり話し語りさ来たりということでいる

のに、そういうのがなかったなと。高校さ避難する石段道路だけだったんだね、１本だけだ

ったんだね。それは今は皆車いすで避難するもんだから、石段、あいつ、１人２人で何だも

んね、車いす引いて押し上げられねえもんね、なかなか、行ってみて現場を見て感じたんだ

けどもしゃ。そういうことを今回、そこさつくんなければいかっすよ、つくんねえと言うん

ならば。だけれども、利用したいという経営者もいるんですよ。経営者の話を聞くと。再利

用、復活してもいいんじゃないかというようなことで、このお話をするわけでございます。

こういうことで、どうです、この辺は。再質問という形でいま一度答弁願いたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 震災復興推進課長。

○震災復興推進課長（及川 明君） 最初の市街地形成の問題からお答えいたしますけれども、

委員のおっしゃいます伊里前地区、志津川地区のゾーニングを以前にお示しした経緯がござい

ますけれども、あそこはあくまでも伊里前地区としての使い方、志津川地域としての使い方と

いうことでございまして、津々浦々の漁村におかれましては、それぞれのコミュニティーも維

持しながらお近くの方に高台へ造成していくのが基本的な考えです。それはお示ししましたＡ

３のカラーの図面つけておりますけれども、こういった形で地域の合意形成を得ながら各集落

単位、あるいは被害の大きかったところはほかの漁村地域との集約も含めて、今後地域の合意

形成を見ながら考えていきたいと思います。そういった中で公営住宅の用地も考えていかなけ

ればならないということになりますし、７月15日に締め切ったアンケートをやっております

が、その中の設問でも今後の居住意向、持ち家として住みたいか、公営住宅に入りたいかとい

ったようなアンケートもしておりますので、その結果も見ながら、その傾向を見ながら今後の

計画に反映していきたいというふうに思っております。

○委員長（西條栄福君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（佐々木三郎君） 農振区域の取り扱いでございますけれども、農地法の基本

的な考え方につきましては農地を減らさない方向でというふうなことで、これが重大な審査要
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件になっております。実際に農地転用の申請の審査事項につきましても、主とする建物の面積

とかそれに見合った敷地はどの程度で適切なのかというふうな観点から審査をしておるところ

でございます。また、処理期間に関しましては２カ月半というふうなことで短縮をしていると

ころですので、ご理解をいただきたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 教育総務課長。

○教育総務課長（芳賀俊幸君） 戸倉小・中の善王寺へのことですけれども、まず善王寺の小学

校の建物は昭和56年築です。戸倉小は53年ですから、むしろ戸倉小よりも３年ほど新しい建

物ということで、今回の震災でも登米市でも唯一被害のなかった校舎だということで、そう

いった意味で校舎については堅牢であるということでの危険性は薄いだろうというふうに考

えております。

  当初から、戻すタイミングにつきましては親元が帰ってくれば当然子供たちも一緒だろうと

いうふうな考え、それが自然だろうということで考えておりましたけれども、先ほども申し

上げましたが、今般１学期が終わった中で保護者の方から子供たちがやっと落ち着き加減だ

というふうなことで、今やっと落ち着いて勉強に身が入ってきた中で、また近々場所が変わ

るとなると非常に子供たちがかわいそうだというふうなことで、できれば１年今のままで置

いてくれないかというふうな話でございます。そういった復興の将来を担う子供たちが、今

現在教育上の配慮でマイナスポイントにならないようなそういった配慮をしてほしいという

のが今回のご父兄の要望でございますので、その辺を踏まえて検討していきたいといふうに

今考えております。以上です。

○委員長（西條栄福君） 上下水道事業所長。

○上下水道事業所長（千葉雅久君） そうですね。一応本町の水道施設の統合並びに広域化、そ

ういうことも検討しながら、水源地も考えながら検討したいと思いますので、よろしくお願い

します。

○委員長（西條栄福君） 副町長。

○副町長（遠藤健治君） 若干、国の対応あるいは農振地域の制度の見直しについて補足をさせ

ていただきますけれども、実は、過日国の東日本大震災の復興本部ということでそこの宮城県

の現地対策本部会議がございまして、各市町からいろんな課題が出されております。その中

で、やはり一つは農振地域の見直しについて、多くの市、町から今後の土地利用のあり方を計

画する中で大きな弊害になると。これはやはり抜本的に農振地域の見直しの取り扱いを、期間

を短くするとかということではなくて、もっと簡略化とか制度そのものを見直しすべきだとい
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う議論が出ております。これを受けて、過日、国の本部会議でもこの話題が取り上げられて、

それを今回国が示す素案の中にそういった制度の見直しをきちんと折り込む予定だというふう

に記事に、おとといでございますか、出ておったようでございますので、何らかの見直しがな

されるものだというふうに期待をしてございます。

  それから、土地の買い上げ等の問題については、町長先ほどお答えしたとおりでございます

けれども、さきの議会でもご説明しておりますように、本町の場合被災の土地の買い上げをど

うするのかという問題もさることながら、今回いろいろお示ししている高所移住、各集落ある

いは市街地等も含めて、現行の制度の中で町が事業主体となってやるということからすれば現

実的に大変無理な状況でございます。集団移転整備事業４分の１地元負担、あるいは市街地都

市計画区域になりますと、現行制度からすれば区画整理事業の導入という形の整備手法となる

と２分の１負担ということでございますので、とてもじゃないが本町のような財政規模ではや

れる話ではないということで、これは強く国が全面的に財政負担をしてやってもらわないと困

るというようなことは強く申し入れをしてございますし、その辺の町の財政状況なり現状につ

いては政府の方でも一定の認識理解はしていただいているということに考えておりますので、

先日、さっき話した農振の見直しとあわせて現行制度の改善、見直しにあわせて交付金化の話

が出ておりますので、私どももその辺に大いに期待をしながら推移を見守って行きたいという

ように思います。

○委員長（西條栄福君） 鈴木春光委員。

○鈴木春光委員 なかなか皆さん真剣な答弁で、これでよしということを言ってもいいんだけれ

ども、いま少しお願いしたいと思います。

  最初に、住宅団地のことのご答弁でございますけれども、各集落といいますか、漁村等への

考え方も高台へ考えると。あるいはそれは地域の人たちと合意形成を図りながら進めたいとい

うことで、まだそれは手つかずでいるんだなというふうな感じを受けたんでございますけれど

も、これは25日から地域懇談会ですか、開催されるようでございますけれども、ぜひその際に

も、この戸倉地域だったらばどこの高台がいいのかというふうな、それを集落ごとにするの

か、あるいは戸倉の町を考えた形成をするのか、その辺を図りながら即つくっていくところが

たくさんあるはずですから、これも早められるような体制組みが必要だろうというふうに思い

ます。

  それから、土地利用の関係で農振地域の見直し、農地を減らすなという参事の答弁でござい

ましたけれども、今、農地の半分は遊休農地化していますよ。遊休農地化。ほんでも振興地域
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からはずれないんですよ。つまり規制の網がかかっているということで、ほんで振興地域は町

の農業委員会に申請して、さらには県へ上げると１年かかってやっと除外区域になったと。そ

れから、自分たちの宅地造成をしなくちゃならないというような形になっているわけですよ

ね。ほうだびょん。そういうことを先ほど副町長がおっしゃったような形で、ぜひこれは県な

り国なり南三陸町として申し入れていただきたいなと。それは特にこの被災の多かった南三陸

町が、今建物を建てたい、店を開きたい、あるいは医療機関を呼びたいというときに、即対応

できる土地にしておくということがねらいでございますから、ぜひこの辺も考えて対応をお願

いしたいと思います。

  さらには、水道の関係、課長、歌津の水沢にもありました。あの水源地もやはり塩害に影響

する場所でございます。設置場所でございます。それから、今回の被災で受けたところも、助

作を初め田尻畑であっても海に近いところにあったと。しかも、さっき言ったように地盤沈下

しているということは、さらに海に近づいたという認識をしてもいいと思うんですよ。そうす

ると、今後塩水が流れてくる可能性は十分考えられますから、そういうところをひとつ考えに

おきながら、ぜひ水源地はもっと高台につくってください。高台に。そういうようなことを、

これも復興計画の中で、水は貴重なものですから、ぜひ考えた対応策をお願いしたいなと、や

るべきじゃないかなと、そんなふうに思います。

  それから、建設課長、裏道路、今回非常に活躍した裏道路をどう考えているかという質問を

しておったんですけれども、その答えが出てこないようなんですけれども、例えば横山から来

て入大船を通って三陸町に抜ける道路の今回の活用、さらには秋目川を通って大沢を通って磯

の沢を通ってアリーナへ抜ける道路が、本当に今回活用の多い道路でした。さらには、坂の貝

峠から歌津さ抜ける道路、こういったものの拡幅なりあるいは支障木の撤去なり、そういうも

のをやっておく必要性があるんじゃないかなというふうに思います。まだ地震と津波来ると言

うんだからね。さっきもその余震で、こういう強いのが来ると３日後あたりには大きいの来る

かもしれないからっしゃ。特に、特別委員会を開いているとそういう予感がしますので、そう

いうことのないようにいたしたいなと思いますし、一番は政治が混迷する時は、政治が混迷す

る時は天災地変が起きると、こういうふうに古老たちの話で言い伝えの中で私も聞いたことが

ありますから、迷うことなくひとつスピード感を持って復興に当たっていただきたいなという

ことをお願いして、私の質問を終わります。

○委員長（西條栄福君） 星 喜美男委員。

○星 喜美男委員 お願いして終わり。
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  それでは、土地利用計画について伺います。職住分離を基本とした土地利用ということで、

私もこれまではそうあるべきだろうと理解してきました。しかし、ここに来まして、海と非

常にかかわりの深い水産加工業者などの中から、工場はぜひ高台にという、第２商工団地の

造成をというそういった声が高まってきております。どうしても海岸でなくてはならない業

種であったり、また構造物が復旧できるような残った場合など復旧作業等今行われておりま

すが、大変実は本音はびくびくしながらやっていると、それが現実のようでありまして、多

額の投資をして工場等建設、整備するわけでありまして、あえてリスクの高い低地に建てる

ということは避けたいと、これが本音のようでありますが、復興対策会議やまた町民会議等

で、こういった点はどのような話題になっているかどうか、まず伺いたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 震災復興推進課長。

○震災復興推進課長（及川 明君） 職住分離ということで、住まいは高台へということでのお

話はいろんな場面で出ておりますけれども、今委員からご指摘ありました、これ以上財産も失

いたくないということで工場も高台へといった話は、これまで正直なところまだ議論というか

話は出ておりません。

○委員長（西條栄福君） 星 喜美男委員。

○星 喜美男委員 基本的には生活が最優先で、多分居住地が優先して話し合われているものと

思いますが、町の経済をリードしております産業でありますので、雇用などの波及効果等考

えますと、宅地の整備などと並行してこれは検討していくべき課題であろうと思います。現

に、商工団地などで工場を持っておる会社などは震災から一、二カ月で再開をしておるケー

スもありまして、やはりこういったものを望むというものが理解できるような気がいたして

おります。それで、今後ぜひ復興策定会議の中でこういった検討がなされるべきだと思いま

すが、町長、その点いかがお考えでしょうか。

○委員長（西條栄福君） 町長。

○町長（佐藤 仁君） 今回の大災害におきまして、水産加工関連の方々を中心に大変な被害を

受けたということがございまして、私の方にもそういった被害を受けた皆さん方から電話な

り、あるいはお話をいただいておりまして、やはり産業がこういった停滞をしてしまうとい

うことになりますと、ご案内のとおり雇用の問題が出てまいります。そういうことを考えま

すと、やはり商工団地、第２商工団地といいますか、そういう考え方を取り入れていかなけ

ればいけないのかなというふうに私も考えてございます。

○委員長（西條栄福君） 星 喜美男委員。
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○星 喜美男委員 ぜひそういった考えをこの復興に向けた会議の中で具現化していってほしい

と思います。終わります。

○委員長（西條栄福君） 大瀧りう子委員。

○大瀧りう子委員 ３点ほどお伺いいたします。

  １点目は、２ページの放射線測定のところであります。これは先ほどの説明で、人体に影響

がない数値だと、そういうお話がありました。しかし、同僚議員からも質問ありました稲ワラ

についてはまだ測定していないと、そういうお話がありましたので、その辺は今後どのように

するのか。その辺が１点です。

  それから、２点目は、７ページの建設課の２番目の今後の見通しのところに、福祉仮設住宅

等の建設を８月下旬の完成の見込みであるということで、先日の説明ですと、山の神平です

か、28戸ですか、何か建設するような説明がちょっとあったような気がしますが、その辺もう

ちょっと詳しくお願いしたいなと思います。

  それから、今土地利用のことで大分皆さんお話ししてありますが、いろいろ私も集落につい

てということで、復興に向けてなんというんですか、１番、２番、（２）（３）ということ

で、３パターン提示されております。いろいろ先ほどの説明ですと、町民会議、それから地域

懇談会をしながら煮詰めてこの土地利用については決めていくというそういう話がありました

けれども、最終的には決定するのはどこなのかなと、皆さんの意見を聞いてね、その辺をちょ

っとお聞かせ願いたいなと思います。

○委員長（西條栄福君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（佐々木三郎君） 稲ワラの件でございます。肥育業者はうちの方、当町で10

業者おります。調査した結果、実際に３月11日以降に稲ワラを持ってきた実際の世帯が２世

帯、２経営体います。８経営体に関しましては３月11日震災前のものでございますので、これ

は安全の確認はとれております。残りの２件につきましては、当然全頭検査やるとかそういっ

たフォローはありますけれども、３月11日以降のワラの件につきまして関係機関主導のもとに

対応を早急にしていきたいと思っております。

○委員長（西條栄福君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 福祉仮設住宅についてご説明をいたしたいと思います。福祉仮

設住宅につきましては、９世帯、９戸を１ユニットとして入谷の山の神平に２ユニット、18戸

ということになりますかね。それから、南方ジャスコの方に１ユニット、それも同じく９戸。

合わせて27人の方が入られるというようなことになります。グループホーム型の福祉仮設住宅
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を想定しておりまして、例えば老老世帯の方、高齢者の方ですね、それから精神的な障がいを

お持ちの方、そういった方々をそちらの方で支援をするというふうなことで、そちらの方には

支援員が常駐をするというふうなことで、そういった業者の方に委託をしてそちらでお世話を

していただくというようなことを想定しております。以上でございます。

○委員長（西條栄福君） 震災復興推進課長。

○震災復興推進課長（及川 明君） パターン、それぞれ集落ごとによって地域事情はあるかと

思います。まず、委員の皆様方にお示ししております資料は地域懇談会でも当然お示ししま

す。そういった中で地域の合意形成が得られるところについては、それなりに町と相談して決

定していきたいところでございますが、ただ財源という問題がなかなかまだ見通しが立ってお

りません。その辺も見きわめながら、最終的に地域と町でといった中で決めていかなければな

らないと思いますが、できれば計画の中で９月には一定の方向性は町としては示したいという

ふうに思っております。

○委員長（西條栄福君） 大瀧りう子委員。

○大瀧りう子委員 ３月11日以降は２世帯だと、そういうことで今度全頭検査するとか、そうい

う話をされました。皆さんもご存じのように、きのうでしたか、登米市でかなり白熱したいろ

んな、県の方がいらしたのかな、お話がありました。非常にその話を聞きますと、大変登米市

は提供しているところが多いということで、大変危機感を持って非常に皆さんお話ししており

ました。この町はそんなにいいのかなと、本当は実際私今感じています。それで皆さんは本当

に皆さんはそれに対する危機感がないのかなとかそういうふうなことを思っていたものですか

ら、もっと積極的にこういう方たちに説明したり、いろんな畜産業者に説明したり指導した

り、そういう積極的なやり方というものが必要じゃないかなと私は思ったものですから、そう

いうことをきちんとできているのかなと、やる予定があるのかなということなので、その辺を

お聞きしたいなと思っております。多分、皆さん本当に不安等感じながら、今後のことでは大

変思っていると思いますので、その辺の取り組み方をもう一度きちんとやってほしいなと思い

ますので、もう一度お願いいたします。

それから、福祉住宅施設、これはわかりました。グループホームを主にしてやるということ

で、支援員も含めて、ぜひこれは本当にだんだん多くなってきているケースも多いので、ぜひ

これは本当にいいものにつくり上げてほしいなと思っております。支援員も入れるということ

なので、わかりました。ありがとうございます。

  それから、土地計画、今財源の問題もあると、合意形成しても財源の問題もあるということ
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で説明がありました。これは本当に先ほど前者も、産業の団体も高台にというような話もあり

ますので、やはりいろいろ出てくるなと私も思っております。それで（２）の集落課題という

ことで何か住民の合意形成ということで出されています。それは大変大切なものだと思います

ので、財源の問題もあるでしょうけれども、住民が合意形成しましたらそのことについてやは

り進めていく必要があるなと思いますので、それを復興会議の中でどのように進めていくのか

なと。そこで否定されたり却下されたりするようなことはないのかなと、そんなふうに思いま

したので、どこでそういうのが決定されるのかなと思ったので質問しております。もう一度お

願いいたします。

○委員長（西條栄福君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（佐々木三郎君） 稲ワラの件でございますけれども、まず震災以降に集めた

ものがあるかないかというふうなことの調査が、先ほどもちょっとお話し申し上げましたけれ

ども、乳牛と肉用牛と水稲関係の各農家の方に調査資料の配付を行って、その実態調査を行う

というふうなことになっておるところでございます。実際に震災以降に収穫した稲ワラ等につ

きましては牛に与えないようにというふうな具体的な指示が来ております。その処分等はまだ

具体的な指示来ておりませんので県とかの指導もいただきながら、必要に応じてはセシウムの

濃度計測も必要かなと思いますので、適切に処理をしてまいりたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 震災復興推進課長。

○震災復興推進課長（及川 明君） あくまでも策定会議は基本的な考え方、ご意見を伺うとい

うところでございまして、こういった決定行為につきましては当然町と地域が一体となって決

めるべきものでございますので、策定会議ですべてを決めるというものではございませんの

で、その辺はご理解いただきたいというふうに思います。

○委員長（西條栄福君） 大瀧委員、よろしゅうございますか。（「はい」の声あり）小山幸七

委員。

○小山幸七委員 一つ、先ほど居住区の浸水した部分に対しては国で買い上げるような話が出て

いるということですが、田畑に対してはどのような、現在海水などが常時田んぼの中に入って

いるようなところがあるんですけれども、どういうふうな処置をとるものか。

  それと、もう一つは、漁港は第２種の方は県で、先ほど２番議員が言われたように、もう計

画が立っているということですが、１種の方は19港あるうちの、これは志津川漁協のしかるべ

き人に聞いたんですが、漁協としては大体各２から３漁港、歌津、戸倉、志津川につくってほ

しいと。それが町サイドでは志津川、戸倉、歌津、大体１港ないし２港、１港というのが多い
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というようなことを言われたんですが、大体このパターンの図を見ますとやはり漁港一つじゃ

足りないようにも思われるんですが、財源によって１港、２港、先ほど町長の答弁では水揚げ

高による、あるいは場所場所で検討するというお話でしたけれども、大体当町としましては町

単の１種漁港を何港ぐらい見ているかをお伺いします。

○委員長（西條栄福君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（佐々木三郎君） 田畑の浸水関係のご質問でございます。今回の震災により

まして水田が240ヘクタール、それから畑が208ヘクタール、合計で248ヘクタール浸水を受け

ております。具体的に災害復旧の現地調査というふうなことで、本来町が事業主体になりまし

て行うべきところなんですけれども、余りにも規模が大きすぎるというふうなことから、県の

方で災害査定の準備をしてくれているような状況でございます。年度内に災害査定は完了する

というふうな見込みの中で、一応県のこうあるべきだというふうなことで地権者の方の意向は

含まないんですけれども、基本的にそういったことの中で災害査定を受けて復旧の予定を立て

ると。ただ総体的に地盤が沈下しておりますので、客土でありますとか盛り土、そういったも

のもしなきゃならないので、結局現地分の田んぼに盛り土してしまいますとトウシコとかから

の水を引くことが、水が乗らなくなりますので、その辺の微調整が出てきますので、あくまで

も災害査定は現状でもって査定を受けて復旧するのに幾ら必要だというふうなことの確認をと

って査定を受けるものです。その後に、最終的に復旧・復興した畑、田んぼに関しましては耕

作をしていただかないとだめなものですから、災害査定も受けられない、実際の工事もできな

いということになりますので、地主の方の意向調査も並行して行う必要があるというふうなこ

との状況予定でございます。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） 漁港につきましては町長がお答えしたとおりでございます。それ

で、これから浸水域の災害査定が始まるわけですけれども、そういう中でいろいろ調査をして

いきますので、そういう調査も踏まえながらいろいろ検討していかなければならないのではな

いかと今考えております。

○委員長（西條栄福君） 小山幸七委員。

○小山幸七委員 水田などの方はわかりましたけれども、漁港の方ですね。それでは、何港とい

う港の数なんかはわからないということですね。まだ先に進んでみないことには。わかりまし

た。

○委員長（西條栄福君） 千葉伸孝委員。
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○千葉伸孝委員 先ほどから委員の皆さんが積極的な発言をしているんですが、その中でちょっ

と出なかった件について質問したいと思います。

  復興計画の中で国でもとにかく水産業、被災した場所の水産業を積極的に進めるというよう

な話があります。そんな中で町独自の水産業の復興に向けた対応、考え方があるのか、その

辺。今現在でどうなのか、その辺教えてください。

  あと、先ほど来から不明者の人数ということで委員の方から質問があります。確かに、たと

え数とはいえ、死んだり殺したりというような形の数字だと思います。この間の危機管理課長

の説明ですと、２割の増減移動があるというふうな形の話を私も聞きましたけれども、その辺

の確認です。とりあえずこれからこの数字が、２割と私は聞きましたけれども、増減の可能性

があるのか。そして、今現在の避難民を含めた南三陸町の人口、数がわかればその辺を教えて

ください。

  あと、今も続いている仮設問題なんですが、ここまで来て仮設の数がやはりどんどん減って

います。行政の考えでは公共用地を主体として考えてというふうな方向でした。そして今、最

終的な公共用地と民間用地の数が出ています。公共用地が大体1,066戸、そして民間用地が

1,095戸ですか、こういった結果が出ています。今のこの結果を見て、はるかに民間用地活用

が多いと。そして、この仮設建設に当たって町の基本的な方針が公共用地に建設ということを

最初から言っていました。やはりこの辺の考え方、民間用地開拓、調査の切りかえというよう

な考えが遅かったのではないかなと思うんですけれども、まずその３点お聞かせください。

○委員長（西條栄福君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） 町独自の水産業の振興策といいますと、ほかのところとどう違

うのかと言われるとここがこう違うとなかなかそれがないんですけれども、我が町の水産業

は、じゃ宮城県内のほかのところと同じようなことをやっているかというと、同じようなとこ

ろもあれば特色のある部分もあるということで、具体的には小さな町ながらも地方卸売市場を

持っておりますし、それからつくり育てる漁業ということで養殖業も盛んだと。

  もっとも水産業だけではなくて、その水産業をするためにはどうしても漁船が必要になりま

す。今回は、この宮城県内だけじゃなくて北は岩手県から南は福島県の中部あたりまでの漁船

を一手にこの辺でつくったり、あるいは修理している造船場も被害を受けましたので、そちら

の造船場の修復が進まなければ船の修繕も進まないということで、早急に造船場の修復も進め

るようにいろいろと環境整備を手伝いながら、あわせて造船場を修理することによって船が確

保できるということをまず手がけておりまして、その一環として今回小さな船を修繕するのに
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水産庁が打ち出しました全国で９カ所の拠点の修理場の第一号として私どもの方でやり始めた

と。実際に100捜ぐらいを３カ月の間で修理したいという計画だったんですけれども、実際は

100捜は恐らく行かないだろうと、その半分ぐらいが修理できればいいのかなと、私の方は現

在見ております。

  それと、そのつくり育てる漁業に関しましては、それをしないと本来の漁業ということでは

ないと思うんですが、これまで手がけてまいりましたのは、地方卸売市場の仮設の市場の整備

をするということは養殖漁業のためというよりもどちらかというと漁船漁業のためというか、

シンボル的な意味合いがあるのかなとこう考えております。ですから、今後は養殖漁業の方の

振興、復旧を、これは行政だけではなかなか難しいですし、もちろん従事していただきますの

は指導する漁協を中心とした漁業者の方々に奮起してもらわなきゃならないんですけれども、

そのためにはいろんな環境が整備されなければならないと思います。先ほどの委員からのご質

問にもありましたように、漁業活動にはどうしても漁港等が必要になりますので、それらの復

旧も必要になるかと思います。

  それから、本来の質問の趣旨にありましたようにほかと違うところといいますと、同じくつ

くり育てる漁業の中でも、私どもの町では稚魚サケの孵化放流とその水揚げはほかのところよ

りも特色的なものがありますので、同じように稚魚サケの孵化場も被災してしまいましたけれ

ども、これも早急に回復しまして、それでことしの秋ザケに伴いまして来春の孵化放流もやっ

ていきたい。特色といえば、独自のというわけではないですけれども、特色といえばこういう

ところかなと考えております。

○委員長（西條栄福君） 危機管理課長。

○危機管理課長（三浦清隆君） 行方不明者の数値につきましては今後恐らく大きく変動する数

値にはならないというふうには考えておりますけれども、震災前から既に安否がわからなかっ

た方もこの数値には含まれております。つまり、住民記録はしているんだけれども、当町に存

在しているかどうかわからない方も含まれておりますので、そういった方の調整も含めます

と、おおむね２割程度の今後の調整が必要なんだろうというふうに、保健福祉課とそういう話

はしております。ただ、行方不明の方が犠牲者として発見された場合、それで身元がわかった

場合はこの数値が減って死者の数がふえるということですから、総体の数値は動きませんけれ

ども、今後いずれ行方不明の方が調整数値として、ＭＡＸになると思うんですけれども、２割

程度も確認する必要があるんだろうなというふうに考えております。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。
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○建設課長（西城 彰君） 仮設住宅につきましては、公共用地にまず建設を進めていきまし

た。その中で民有地の提供も相当数あったわけでございまして、まず公共用地の建設を進めな

がら入居を進めて、民有地も対策をしていきました。ただ、民有地につきましては、これは土

地があってすぐ建てられるわけではございません。これはＵＲとか県が来て、その土地の状況

とかあるいは道路がなかなか入れないとか、そういう水道の引き込みが相当数長くなるとか地

形上の問題、造成上の問題とかそういうところがありまして、１回でなかなかそこがいいと言

っても決まらなくて、２回、３回というところで決まっていったケースも相当ございます。た

だ、すぐに建てられる場所もございましたけれども、それは少ない方でございました。そうい

う中でございましたので、どうしても公共用地、まず基本的には公共用地を建てろということ

が災害救助法の基本でございました。その次は大企業の用地、その次は民有地と、そういう形

になっているんですけれども、そういう経過の中で、民有地につきましては最終的には45カ所

ぐらいの民有地に公共用地と合わせて2,163戸を建設したというふうな状況でございます。

○委員長（西條栄福君） 町民税務課長。

○町民税務課長（阿部俊光君） 人口と避難者の人数的な部分でございますが、私の方から、ま

ず避難者につきまして、現在3,355名と保健福祉課長より伺っております。この数字は公共的

な施設のほかに民家に避難をしているすべての方の合計が3,355人ということでございます。

それから、現在の町の人口でございますが、住基上の人口で１万5,833人でございます。２月

末の住基の人口と比較いたしますと、マイナスの1,834でございます。以上です。

○委員長（西條栄福君） 千葉伸孝委員。

○千葉伸孝委員 今の危機管理室長の話ですと２割の調整というような形の話ですが、２割とい

うと200人ですよね。不明とか死亡とかそんな可能性もあると。今がＭＡＸと言いましたけれ

ども、その辺の数字がいまいちまだわからないというような感じします。

  あと、住民台帳の中でまだ被災前から確認できない数、それがわかったら教えてください。

  あと、今、今後の町の復興ということでこの案が出されているわけなんですけれども、本当

に新しいような感覚の町の造成とか、あと地域の配分があると思うんですけれども、私が海の

復興ということで聞いたのは、町独自のというのは、今課長が話されたことというのは今まで

従前にやってきたことを復活するだけのことであって、今回津波が起こって減災とかこれから

津波から町を守るためにどういった水産業に対して独自の政策をとるのかというような形で聞

きました。今の話ですと、多分ないんだと思います。４カ月が過ぎてテレビの報道なんかでい

ろんなことが専門家によって解説されています。そんな中でこういった提案がされました。松
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島町では被害が、同じ条件の津波ながら津波の被害が少なかったと。それはなぜかといった

ら、専門家が、島々があってそこでもって津波が軽減されて被害が少なかったと。だから、南

三陸町においても、新しい案というのは例えば浮島、養殖場を浮島にかえてそこでもって津波

を防ぐとか、そういった減災の何かを考えているのかというような形で聞いたんですけれど

も、やはりまだこれからですかね。その辺もぜひ復興委員会の方で、できれはそういった新し

い取り組み、南三陸町が海で生きるならば水産で生きるならば、そしてそれに伴う観光で生き

るならば、その辺のこともぜひ町の方でじっくりほかの地域にはない独創性のある案を復興委

員会の方では提示していただきたいと思います。

  あと、仮設の件ですが、今回私も避難者の方の要望とかいろいろ聞いたりしてわかったんで

すが、私は震災後すぐに南三陸町にはもう入谷地区しかない、復興の場所は入谷地区しかな

い、そんな考えを持ちました。そして、入谷地区の同僚の議員さんたちともいろいろ話しまし

たけれども、町のこれからの動向だというふうな話でした。そして、今課長が話しました公共

用地、とりあえず公共用地は全部使ったと。その中で私が疑問に思ったのは、入谷地区にはひ

ころの里があります。これは公共用地だと思います。あとさんさん館もあります。これは公共

用地だと思います。管理委託制度の中でそういった管理者に委託されているわけですが、それ

を公共用地として被災した皆さんをすぐに移動させたりとか、例えば食事をつくるところと

か、あと学校の寝起きする場所もあります。何でそういった選択が町としてはされなかったの

か。その理由を教えてください。

  あと、課長が言いましたけれども、民有地も多く皆さんからあったけれども、ライフライン

とかその辺の面でなかなかすべての土地提供者の方の活用ができなかったと言っていました

が、果たしてこの土地どうですかという人は何人ぐらいあって、結局その中の何人を採用した

んでしょうか。そして今、現実的に猫の額のような避難場所がどんどん各地に点在していま

す。この辺の集約、あとこの管理、なかなか広範囲にわたって大変だと思うんです。その対策

について教えてください。

○委員長（西條栄福君） 危機管理課長。

○危機管理課長（三浦清隆君） 最大値で２割程度の調整の数値が必要だという分母は行方不明

者の数値、437名のうち、ＭＡＸでも２割程度再調査が必要なんだろうなという数値でござい

ますので、多くても80名から100名程度という形だと思います。

○委員長（西條栄福君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） そちらの件につきましては、いまだに安否不明者というふうな
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方が約30名ほどおります。この方々についてはいわゆる行方不明なのか死亡なのか生存してい

るのか、連絡がつかないというような方々が約30名ほどおるというようなことでございます。

この中には、従前から行方不明というふうな方が大分いらっしゃいますので、それが完全に把

握し切れた状態で、その方についても生存というふうな形で今のところ処理ができるのかなと

いうふうに考えております。

  先ほどから行方不明者の数が極端に減ったというのは、宮城県警の発表につきましては、行

方不明の届け出をした方というふうなことなんです。その方々が例えば行方不明でなく無事だ

ったというふうなことがあっても、警察の方には無事でしたというふうな報告がありません。

そうすると、その方々の数字は行方不明者のままというふうな状況になりますので、うちの方

の避難者台帳と照合して、その方々が無事だったというふうなことで極端に減ったというふう

なことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。

○委員長（西條栄福君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） 水産業の独自性ということですけれども、松島町の例をとられ

たように、そのような湾の形態にもよるかと思うんです。水産業の生産活動の観点からいえ

ば、どうしても水産業は海を相手にしなければならないものですから、安全のためには海から

離れれば一応問題ないんですけれども、それでは水産業成り立たないということで、漁業者は

海から離れることはしないと思うんです。それから、おっしゃるように波を防ぐような構造物

でもあればよろしいんでしょうけれども、なかなかそれは現実的には難しかろうと思います。

漁業者はどちらかというと、水は確かに怖いことは怖いんですけれども、でもそれに果敢に挑

戦しながらその生産活動を上げていくというそちらの方に重きを置いていますので、ですか

ら、漁業生産に関しましては減災というよりも、いかにして効率のいいような生産活動をする

かという方に主眼を置いているものだとこう考えておりますので、そのような減災を中心とす

るのは確かに大事でしょうけれども、なかなかここは相容れないような考え方になるのかなと

は思います。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） 民間用地につきましては65カ所程度調査をさせていただきました。

その中でなかなか仮設住宅が建てられない場所というのは非常に多いということの状況でござ

います。

  それから、入谷地区につきましては、これは公共用地というのは３カ所最初選定をして建設

を進めました。その建設を進める中で、実は意向調査も申し込み書の受け付けもしました。な
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かなか入谷地区の希望者が少ないという状況がございました。それで、現在入谷地区に171戸

建ててございます。21日で最終のまだ仮設住宅に入っていない方を集めて説明会を開きました

けれども、そのときもその時点で41戸、実は空き家がございます。そういうことでできるだけ

国道398号線、そこから利用がしやすいような場所、あとできれば余り高いところにないとこ

ろというふうなところでそういう選定になりました。

  それから、旧林際小学校でございますけれども、当時ここに仮設住宅を建設を進めようとし

たんですが、ちょうど水道がなかなか水源の問題がありまして、そこに水道の浄化施設をどう

しても置かざるを得ないということで、なかなか土地も余り広くはございませんので戸数も余

り建たないということで、そちらの方は断念をいたしまして民有地の対策をいたしました。

○委員長（西條栄福君） 千葉伸孝委員。

○千葉伸孝委員 建設課長の説明には納得いきません。今の仮設の建設でも７戸とか10戸とかあ

るんです。そういった中で、さんさん館が狭いから避難所としては向かないみたいな説明は、

今の状況では合っていないと思います。そして、私も今回仮設が大体決まった段階で仮設の戸

数をちょっと調べてみました。これは大体なんですけれども、戸倉地区が257戸、志津川地区

が685戸、歌津が341戸、入谷地区が193戸、登米地区が478戸。登米地区が478戸なんです。そ

して、これは公共用地だと思ったら民有地の方が大体７割ぐらいだと思うんです。南方イオン

も公共用地じゃなくて民有地だと思うんです。こういった町民の人たちの避難場所の仮設を登

米につくっておいて、入谷地区は要望がないから建てないというのは、入谷地区しかなかった

ら登米の人たちは入谷に入りますよ。そういった考えは起こさなかったのかなと思って、私は

おかしいと思います。最初から200戸を登米地区に建設して、入谷地区に何もしないでとりあ

えず入谷地区には希望の方はない、その選択は私はおかしいと思います。

  あと、死亡、不明の増減はわかりました。とにかく混乱している中で、数字ということに関

してはもうちょっと厳格に厳密に出してほしいと思います。

  あと、産業振興課長の方から説明がありましたが、確かに大変だと思うんです。海の防災・

減災に向かっては。ただ同じことをやっていたのでは、また宮城県沖とかそういったことが来

た場合に、何かを講じておかなかったらばまた同じことが起きる。だから、ほかの町村とは違

うような南三陸町をぜひ南三陸町行政にはつくっていただきたい。それを私はお願いするから

こういった提案ということもここで発表させてもらいました。

  あと、もう一つ、財源的な面で漁港の整備というものがあります。町で管理している漁港の

整備、さっき10何港とかそういった数字が出ましたけれども、ここを今までどおりの造成をし
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ていくと、コンクリートで固めると、やはり経費がかかると。そういった面からも２層制にし

て、中に太い鉄柱でも入れて中に空間を空けて津波の衝撃波をそこで減らすとか、そういった

新しい考えは町の方で、復興委員会の中で考えてもいいんじゃないかなと。その辺の提案が一

つも、どこを見てもそれが書かれていない。そういった提案、夢物語でもいいですから、現実

というのはつきまとうとは思うんですけれども、そういった希望的な、これから何かやるんだ

というような南三陸町をぜひつくっていただきたいから私は言います。

  とにかく南三陸町が震災後はもう壊滅と、何してんだかわからないと、それぐらい有名にな

って、町長がいっぱい発信して南三陸町の状況がわかってきました。そんな中で、全国でやは

り南三陸町が一番注目している場所だと思います。そういった場所だからこそ、ほかに負けな

いような復興計画その辺を出していただきたい。これはあくまでも県とか国とかが考えたもの

であって、それに沿った案だと思うんです。復興計画委員の方にはもっともっと南三陸町、昔

からの伝統とか歴史とかを含めたような復興計画をつくっていただきたいと思います。確かに

これはすばらしいです。ただそういった面も、復興推進課長にはぜひその辺お答えいただきた

いと思います。

  あと、建設課長にはもう一度、やはり今みたいなことでちょっとおかしい部分が私はあると

思います。だれも南三陸町から出たくないと思います。とりあえず一番最初にアリーナで町長

が、とりあえず二次避難は皆さんにお願いすると言いました。必ず戻ってきてもらうんだと町

長は言っていました。そういった中で必ず戻しますというようなことを言っていました。そう

いった中で、何か今の現状というのは、人口がさっき話していましたけれども、１万五千何人

というふうな間違いなく減っているんです。戸倉の人たちは基本的にもう600人も移って、そ

の後仮設で移ったら、また南三陸町には帰って来たくないと、魅力はないと、それはっきり断

言しています。この現実を本当に行政はしっかりとらえるべきだと思います。その件について

もう一回お答えください。

○委員長（西條栄福君） 震災復興推進課長。

○震災復興推進課長（及川 明君） 町の基本方針を示した際に、策定会議の中の委員からも同

様の指摘を受けております。南三陸町らしさというものが出ていないんじゃないかというお話

はいただいております。その中でお答えしたのは、これから町民会議とかやっていく中で、そ

ういった南三陸町らしさというものを出した計画をつくっていきたいということにしておりま

すので、そういった町民会議とか地域懇談会を踏まえた上で、南三陸町らしさを出した計画策

定を進めていきたいというふうに考えております。
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○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） １期目に横山に59戸建設しました。これは南三陸町にライフライン

が全く整わない状況の中でそちらを選択したわけですけれども、それと同じように申込書と希

望調査を進めてまいりました。それで、申込書をすべての人に出してもらうように進めてきた

わけですけれども、その申込書、それから希望調査の中で町外の希望が400ございました。そ

れから、あと志津川地区、それから歌津地区、入谷、戸倉というそういう希望戸数を含めて、

こちらの方は民有地の用地対策といったことを進めて公共用地と民有地の対策を進めていって

いるので、全くそういう当てがなくてどこか探して建てるということは、私どもはそういう形

ではやってきませんでした。ある程度被災者の要望、希望というものがそういうふうな形であ

らわれているので、登米市に対してもそういうものの動向を見ながら建設を進めていってござ

いますし、それから町内についても公共用地のほかの民有地についても地域の方々の希望とか

各浜にいろいろ建てましたし、志津川でも保呂毛とか田尻畑とか林とか大久保とかそういうと

ころにも住民の皆さんの要望に応じながら対処をさせていただいております。

○委員長（西條栄福君） 千葉伸孝委員。

○千葉伸孝委員 建設課長の一生懸命さ、本当にわかるんです。とりあえず仮設に入ってもらう

ために18日の抽選前に多くの避難場所を回って説明された。その気持ちはわかります。ただ、

今話したことが果たして本当に、住民が登米地区を400人望んだというのはその裏側には善王

寺に戸倉小学校・中学校が行ったから、その人たちは善王寺で生活するためにここを希望した

というその現実があるんですよ。その辺をいかにも400名の方が登米地区を望んだみたいな形

の言い方されると、それはまた別だと私は思います。そして、18日の抽選間近になって、４月

10日まで建設現場を決めるというような段階になって、小さい場所がどんどんふえていきまし

た。それもおかしいことだと私は思います。その前にもっと早くその辺の場所を早急に決めな

きゃならないのに、ぎりぎりいっぱいになって決めたような私は感じがします。

  あと、今アパートとかに住んでいる人がどんどんふえていくというのは、今の仮設の環境が

悪いからそっちの方に移行しているのであって、基本的には仮設が多分余ると思います。仙台

市では400戸が余っているというふうな情報、きょうテレビでやっていましたが、そんな現実

がある中でもっとやはり住民のニーズに沿ったような仮設の建設をもっと町として進めるべき

だったと思います。そのためにも、やはりさんさん館とかひころの里、その選択は絶対あって

いいと思います。なぜかというと、今被災された商店街の事業主は入谷地区に随分行っていま

す。あと、今これはうわさなんですが、大手のスーパーが入谷地区に建つというような方向も
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あります。そして、35号線の三陸道の活用もいっぱいされています。そういった中で入谷地区

のこれからは伸びる場所だと思います。なかなか被災された復興の場所が進まない中で、必ず

入谷地区はまだまだふえていくと思います。まだまだ望んでいる人もいます。そういった中

で、今まで進めてきた仮設建設に関しては私は問題があると思います。

  あと、今回住民の人たちと私も話し合いの場を持ったりしていろいろ情報を聞きました。あ

る避難場所では、ある地区の方なんですが、私の土地を使ってくださいと建設課に言ったそう

です。もう建設場所決まったからと言われたそうです。これが６月25日です。その話を聞いた

のは。そして、それ以降に多くの仮設の建設場所がふえています。それって絶対おかしいじゃ

ないですか。だから、課長が言ったこの土地提供者に言った話というのは、私はうそだと思い

ます。決まっていないと思います。ライフラインはどこの場所だって来てないところいっぱい

あります。ライフラインのせいにして、それを言えば地権者のこういった好意をむだにするよ

うな発言はないと思います。だからこれも本当に失礼なことだと思います。

  あと、私も地権者の方と町長にお願いしに行きました。建設業者と地権者一緒の書類だから

だめだということで断られました。それはルールにのっとっていけば、それは私も理解できま

す。その時感じたのは、町長の町長室の仮設ですかね、あの立派な応接間に私も驚きました。

そして、その後で総務課の方に行きました。もう通るのもいっぱいいっぱいの環境で今の職員

は頑張っています。果たしてあの町長室の環境は必要なのかと私は思いました。多くのお客さ

んが見えられると思いますが、きょうも私がここの会議室に来た時に、町長は外で話していま

した。それこそ義援金とかお見舞いに来た人たちはそんな迎える環境はどこだって理解してく

れると思います。それにも私は本当に疑問を思いました。

  あと、その場所で私の土地を使ってくださいと地権者の方、もちろん南三陸町の住民です。

その人に対して町長の態度が余りにもひどいということで、何や、町長の接客にということで

怒っていました。この方は消防団とか農協の方でいろいろ町の方にも貢献している方なんです

が、御礼とか感謝とかそんな言葉一つもありません。だから、行政は町民目線なのか、それと

も自治体の行政の体制づくりが、それも大切だと思いますけれども、やはり町民のこういった

目とか声とかというのを謙虚に聞く側だと思います。そういった体制だとしては、果たして多

くの自治体から協力の職員をもらっていますが、果たして今のスタイルが機能しているんでし

ょうかということも町民の人たちから聞きます。私もふとそういうふうに感じたりします。こ

の体制、そして町のあり方について、町長、一言あればお願いします。これで終わります。

○委員長（西條栄福君） 町長。



５９

○町長（佐藤 仁君） 被災をしまして、全国の自治体の方々からたくさんの応援をいただきま

して、何とかすべて壊滅状態の町から役場の機能も復活をしてまいりました。そういった全

国の皆さんのご支援、それからいろんな今お話、仮設の問題も含めまして、民地のご協力を

いただいた地権者の皆さん、そういった多くの皆さんのご支援をいただきながら、今南三陸

町が何とか復旧の道を歩んでいるというのは間違いないわけでございまして、そういった意

味におきましては、これまでそういったさまざまなご支援をいただいた、あるいはご尽力を

いただいた方々に対しまして改めて感謝を申し上げて、そしてあわせて復興へ向けての足取

りも町民皆さんと一緒になって進んでいきたいというふうに考えております。

○委員長（西條栄福君） 及川 均委員。

○及川 均委員 済みません。先ほど１点聞き漏らしましたので、聞かせていただきたいと思い

ます。

  土地利用計画の考え方ということで、きょう特別委員会になっているわけですかね。先ほど

からゼンギン等もありましたし、この町施設のあり方、復興のあり方、あるいは土地の利用の

方法ということの質問再三あったわけでありますけれども、私どもも伊里前地区にありまし

て、魚竜館は一体どうなんだ、それから公民館は３億もかけてつくったのにあいぐなってしま

ってこれをどうするんだといった疑問が、町民からたびたび言われるんでありますけれども、

私も全く答えようがないと。現状において各民間も施設は皆片付けまして、あるのは町の公共

の施設だけなんですね。市街地に立ってあるのは。これはいつ片付けるんですか。そして、そ

の後の土地利用はどうなるんですか。公民館はどこにつくるんですか。魚竜館はどうするんで

すかと言われても、私は答えようがないと、現状においてはということなんであります。

  そうした中で、先般、総合支所あるいは庁舎という問題が出てまいりましたね。それは現場

に行って説明もなされて、そして議会においては議決もなされたわけであります。しかしなが

ら、私は総合支所の用地、私なりにいろいろあらゆる、あそこで私４カ月も暮らしまして、あ

らゆる方々のお話を聞いても、地元のだれも望んでいない場所だと、私はそういうふうに認識

をするわけであります。そうした中においても、やはり設置をするのかどうかですね、あそこ

のあの場所にという問題はあろうなというふうに考えます。今後、町民会議だとかあるいは地

区懇談会だとかあるいは区長会議だとかとあるわけですよね。そうした時に、地元の皆様のご

意見も聞かず何もせず、議会通ったからやるというのでそこの場所にできるものなのか。私ど

もは設計の予算は議決をしているんですね。場所も用地も見たけれども、その場所に果たして

適地かということは大変疑問に感じるところであります。その辺のところをどのように今後運
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んでいかれるのか。魚竜館あるいは公民館等の用地の利用とかの今後の考え方も現時点でわか

る範囲でお教えいただきたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 総務課長。

○総務課長（佐藤德憲君） 総合支所の関係でございますけれども、今回はあくまでも仮設とい

うことで、本庁舎を建てる前のそういった仮庁舎でございますので、公共用地を優先に検討

した結果、今の平成の森しかないだろうという判断でございます。それが議員さん方からす

れば、いや、他にもっといいところあるんじゃないかというもしご意見があれば、これから

建てるわけでございますので、ぜひそういったご意見も寄せていただければというふうに思

います。何十年という本庁舎ではございませんので、仮庁舎でございますので、公共用地優

先に検討させていただいたということでございますので、ご理解いただきたいというふうに

思います。

○委員長（西條栄福君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（及川庄弥君） 公民館とか社会教育施設、学校施設とも関連するんですが、災

害の査定を受けることになって調査も、一次調査ですが、そういう形で受けていますので、

今後災害査定を踏まえた形で、震災の復興計画等も整合性をとりながらという形で設置する

かということを検討してまいりたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 及川 均委員。

○及川 均委員 その現在の建物の方は、生涯学習課長、言っていてそんなところの答弁しかで

きないんだろうなと思うんですけれども、少なくても今他の施設が片付いた中で、あの施設

は再利用するのかしないのかという問題になりましたら、多分再利用は無理だと思いますね。

そうしたときにいつ片付けるのかという問題なんです。いつまであのまま置くのやと、行政

の建物ばりでねえのか、残ったのは。がれきも片付かねえ、建物もお化け屋敷みたいに残っ

ているのは行政の建物ばりだべだって、町民は皆こう言うんですよ。これ、いつ片付けんの

や、みっともねえ、こんな姿にしてと。当たり前だと思いますよね、町民にしてみればね。

民間の建物、鉄骨の建物もすべて皆片付きましたよ。片付けねえのは町の施設だけです。み

すぼらしい、全くみっともない、行政の今の象徴をあらわすのかなと、こういうのを私も思

いますけれどもね。その点は心して片付けるなら片付けるで早く手も回すべきでなかろうか

なと、お盆にあしたに東京、仙台から皆帰ってきますよ。そして、あれを見られますよ。そ

うしたことは頭の中にないのかなと思いますね。促進をするべきだなと思います。

  それから、あくまでも仮設だと、こういう解釈なんでありますけれども、仮設でそんならば
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何年もつのやということ、先行きを考えますと、仮設といえども今侮ってして、また仮設に

仮設をつくるようなことをするなよということなんです、私の言うことは。やはりやるとき

は何でも、施設というものはある程度のしっかりしたものをつくんなきゃねえというのは基

本だと思うんです。そうしたとき、仮設だからどこでもいいんだ、どこだりかぐだりでもい

いんだというような当局の意向だけで、地域住民の話も聞かずしてやれるものかなと、やる

べきなのかなということなんです。町民は仮設であろうと何であろうと、支所というものは

震災前のレベルに準じたものを望んでいると。いわゆるそれが復旧だというふうに考えてい

ますからね。そのレベルを無視したまさか建物ではなかろうなと私も理解はしておるんです

が、その辺のところは申し上げておきたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 総務課長。

○総務課長（佐藤德憲君） この間の議会で、位置については平成の森の番地でございますので、

そこに建てるということでご決定をいただきました。ただあの敷地内のどこがいいのかとい

うことについて、もし今、この間私は現地案内したところはあそこがいいんじゃないかとい

うことでしたけれども、あれ以外に平成の森でどこかいい場所があればということについて

は、これからそういった変更は可能でございますけれども、条例につきましてはこの間一応

決定いただきましたので、平成の森に仮総合支所を整備させていただきたいというふうに思

います。

○委員長（西條栄福君） 三浦清人委員。

○三浦清人委員 先ほどの福祉仮設施設ということでグループホームの話が出たんですけれども、

支援員が配置になるという、これは当たり前の話であって、どういった法人の方がやられる

のか。それから、仮設施設ということになった場合に、ちょっと確認なんですが、県の福祉

計画というものに基づくのかどうか。それは例外として認められるのか。仮設ですから、何

年ぐらいの期間なのか。その辺、ちょっと私も初めてのことですから確認したいというふう

に思います。

  それから、漁港の改修関係ですけれども、先ほどの第１種、第２種については県の管理とい

うことで県が進めるわけですが、町が管理する第１種19港ということで、町長は優先順位を

決めてこれから改修していくんだというお話ですが、具体的にいつごろから優先順位を決め

ていつごろから改修を始めて、最終的にはいつごろ復旧されて、そして漁業が再開できるの

か。具体的に数字的なことで示していただければなと。漁民の方々、雲をつかむような話で

はちょっと今心配でいますのでね。具体的な数字で示していただきたいというふうに思いま
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す。

  それから、教育長の関係ですが、先般の臨時会でも私は話は出したんですが、行方不明と、

要するに死亡認定を出していないということでしょうから、そうなのかなと思うんですが、

その死亡認定を出さないでずっと、家族の考え方なんでしょうが、そうしますとそれまでは

教育長は出ないということで解釈してよろしいですか。その辺ですね。

  それから、住宅の大規模半壊あるいは半壊の住宅の解体というのが、これいつからやれるの

か。今町の方では、がれきの撤去と解体は別事業でやるからということでストップをかけて

いますよね。その解体がいつから始まるのか。その解体を既に終わっている人たちがいるわ

けですが、これはどういうふうなことで終わっているのか。町ではそれを認めて解体させた

のかどうか。今、ストップかけているんですが、どういうことでストップかけているのか。

その辺。

  それから、仮設住宅につきましてはいっぱい質問があるんですが、細浦地区の仮設住宅の進

捗状況どうなっているのか。細浦地区の。これは民間の土地だというふうに話は聞いている

んですが、その進捗状況ですね、どういうふうになっているのか。この住宅はどこが建てる

のか。仮設住宅、細浦地区の。建設するところがどこなのか。町なのか、個人なのか、県な

のか。その辺どうなっているのかですね。

  それから、前にもお話何度もしていたんですが、平成の森の仮設住宅の欠陥というか、雨、

入り口にバンバンバンバン入って、早く直してほしいということを何度も言っているんです

が、先般もまた言われました。どういうふうなことになっているのか。待ち焦がれて、大工

さんとかそういった方々を頼んで直している方もいるというんだが、その経費はどうなるの

か。その業者さん、ここは一条工務店ですか、一条工務店で直さないということになってい

るのか。あるいは直すのか。直すということになれば、最初に個人的に直していただく経費

はだれが持つのか。最初に直した人たちが損をするのか。その辺ですね。

○委員長（西條栄福君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） それでは、福祉仮設住宅についてご説明いたします。事業者に

ついてはまだ決定はしておりません。まだできておりませんので、今から募集をするというよ

うなことになると。はい。例えば介護施設とかそういった方々でぜひやりたいというようなと

ころがあれば、それについてご要望をお聞きしてお任せをするというような形になると思いま

す。それで、県の福祉計画に基づくのかというようなことでございますが、福祉仮設住宅自体

が今回の事業で初めて出てきたものですから、県の福祉計画の中にはもちろん盛り込まれてお
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りません。ですから、この震災によって仮設住宅で、例えば実際にそこで生活などが無理だろ

うと思われる方が福祉仮設住宅に入られるというようなこと、例えばお風呂が高すぎてそこに

はなかなか入るのは大変な老人の方、あるいは介護度が低いんですが施設には行かなくても済

む方、あるいは精神的な障害がある方と、そういった方々が福祉仮設住宅に入られるというふ

うなことを想定しております。そこですと９世帯が共同で生活するわけですから、そこに例え

ば支援員がいるというふうなことで、そこで見守れるというようなことで、お一人お一人が一

つの仮設住宅に入られるよりは支援が受けられるというようなことを想定して、今回３ユニッ

ト準備をさせていただいたということでございます。（聴取不能の声あり）仮設住宅とそれは

同じでございます。以上です。

○委員長（西條栄福君） 町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、漁港の関係でお話しさせていただきますが、基本的には当町

の１種漁港19港はもう篤とご承知だと思います。そこの中で先ほど答弁の中でお話しさせて

いただきましたが、いわゆる水揚げ高とかあるいは船の数とかあるいはそこでお使いになっ

ている漁民の方々の数とかそういったことを含めて優先順位を決めたいというふうにお話し

しておりますが、基本的にはいつごろに明示になるんだというお話でございますが、基本的

には財源の問題等含めまして県等々との調整もございますので、その辺は今しばらくご猶予

をいただきたいというふうに考えております。

  それから、教育長の関係で、ご案内のとおり当町の教育委員５名でございます。現時点とし

て欠員がございませんので、そういう形の中でご理解いただきたいというふうに思います。

要するに、今当町の教育委員さんは定数５名でございます。その５名の方々、現時点として

どなたも欠員はございません。（聴取不能の声あり）行方不明でございます。お一人。そう

いうことでございますので、ご理解いただきたい。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） 住宅の解体につきましては、そういう道路とかいろんな危険度のあ

るところとか道路をふさいだところとか倒れそうなところ、この辺はどうしても解体せざるを

得ないので解体を進めてきました。それで、これから解体をするわけですけれども、おおむね

９月30日までに、業界の方とはその辺も含めて終了するような方向で今工程の方を調整してご

ざいます。

  それから、仮設住宅ですけれども、細浦につきましては今現在８月10日をめどに工事の完成

ということで、その後に家電とか寝具とかそういうものを入れて８月12日その辺を、あるいは
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13日の午前中まで、皆さんがカギを受け取って入れるようなそういう工程の中で進めてござい

ます。

  それから、平成の森でございますけれども、これも県とプレハブ協会、それからあと業者一

条工務店と、ずっとこちらの方も対策を進めてまいりまして、雨どいを設置することで方向的

には、そういう補修をすべて一条工務店がやるというふうなことで既に平成の森の方に入って

工事を進めるようにしております。それから、個人でやったものについては、一条工務店の方

ではそれを自分たちで対策はできないというふうな回答が来ております。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。細浦住宅の発注。県か町かということ。

○建設課長（西城 彰君） 発注につきましては県の仮設住宅でございます。

○委員長（西條栄福君） 三浦清人委員。

○三浦清人委員 グループホーム、県の計画の対象外ということで２年間で、要するに被災を受

けて仮設住宅に入るのが困難な方々についてその福祉施設に移行、入れて対応していくとい

うことで、やはり２年だということで確認しました。やはりこれは法人じゃなくてならない

かと思うんですが、法人、募集するに当たって、その辺はどうですかね。仮設で特例で個人

とか何とかというのはなるのかどうか。その辺の確認をちょっとしておきたいと思います。

  それから、漁港の改修、これはやはり、町長、急ぎたいのさ、漁民の方々。とにかく県知事

さん、漁業特区いろいろお話しされて、漁民の方々も反対だ賛成だ、いろいろやっているわ

けですから。漁場については、養殖施設、漁民の方々でもできるんですよね。すぐにでもロ

ープを買った網買った、あるいは土俵入りだ。しかしながら、船をつなぐ、置いておく場所

もない。とった魚あるいはいろんな養殖物も水揚げする場所もないということになると、先

行き真っ暗なわけです。いつから再開できるんだと、出航できるんだということで、漁港の

改修というのを、まずもって皆さん望んでいるわけですから、これは一日も早く県と協議を

しまして、ただ金がないんですよね、県の方にもね。これまで25％あるいは15％、やった場

合に、これから新規にするのはゼロだとうたってありますから、そのときに国が50あるいは

町が50で直せんのかやという心配があるわけですね。

  そこでひとつ、私、県知事さんと仲よくないものだから仲のいい町長から聞くんですが、漁

業特区で民間の方々入ってきますよね。それは漁業の種類だけで入ってくるのか、漁港整備

にも入って来られるのか。民間の資金の活用というのを、できれば漁港整備についても民間

の資金を使わせてもらえれば幸いかなと思うんですが、その辺のところの知事さんの考え方

あるいは岩手県前知事さんの考え方、どういうふうな考えなのか。できれば連絡でもしてそ
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の辺聞いていただきたいなというふうに思います。

  それから、教育長の関係ですが、５人が全部いるということですね。どういうこと。（「１

名は行方不明」の声あり）１人が行方不明であとはいると。教育長というのは、皆さんで決

める何です。ただ、ただ町長の、これ……（「そうそう」の声あり）ですよ。だから、いつ

それを出すんですかということなんですよ、議会に対して。（聴取不能の声あり）だから、

だから、家族が死亡認定をしない限り出ないのかということですよ。それはいつになるんで

すか。ずっと出さなければ、ずっと教育長も出ないのかという意味なのっしゃ。その辺難し

いこともあるんですが、やはり行政ですから、教育行政としていなくてもいいのかというこ

とになりますからね。やはり支障を来しているんですから、その辺の難しい面もありますけ

れども、やはり任命はこれは町長ですからね、その辺の考え方を聞いているわけです。

  それから、大規模半壊、解体、わかります。危険建物を優先的にやったと。危険でない、あ

るいは危険だという判断はだれがとったのか。私見ているんだよ。危険でないものをやった

のではないかと。ありますよ、結構。それはどうすんだということです。あなたはいろんな

業者さんに解体するところをストップをかけたと。業者さんなんかからいろいろ来たんです

よ。今ここのがれきを片付けて、重機があるうちにこの家をつぶしたいんだと。だけれども、

何か予算が別だからストップかかったよと、出るところが予算が。そうしたら個人が今度は

その経費を全部出すことになるからということでストップかけられたと。立派にここのがれ

きを片付け終わって、重機、ほっちゃ持っていくわけですよ。次のがれき。ところが、また

こいつ解体すると思うと、重機また持ってきてガチャンとやって、またそこでごちゃごちゃ

なるわけさ。それよりもこのがれきがあっているうちにガチャンとやって一緒に片付けたい

というのが業者さんの考え。

  ちなみに気仙沼市でどうなのかといったら、気仙沼市は同時進行でやっています。同時進行。

何で我が町だけそういったかたいこと、かたいこと語るのか融通が利かないのかよくわかり

ませんが、そういうふうになっているのか、ちょっと不思議でならない。私も不思議だから

と思って気仙沼に行って調べましたよ。そうしたら同時進行やっています。これは町がいい

ということで、文書も持っています。個人が業者さんにお願いしたいと、例えばこの残った

やつをガチャンとするのに100万かかると、片付けるのにね。市が見た場合にはこれ95万だと。

すると95万の契約になるんだね。逆に個人が95万だと、市が100万で見たんだけれども個人が

95万でだめだという場合には、安い方と契約しなさいということで進んでいるようです。別

に一たん重機なんか運んだり待ったりするのは経費かかるわけですから、私は一緒にやった
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方がいいと思うんですが、出所が違うというふうになると、気仙沼市はほんで出所は同じか

なと、こんな感じするんですが、その辺いかがなんですかね。

  それから、細浦地区の仮設住宅の件ですけれども、県が建てるんですよね。すると県が建て

ると、入居する方々については区長さんとかそこにいる契約会長さんが段取りして、どなた

が入りますか、何人入りますかと希望とるわけなんですね。抽選するわけですね、多ければ、

抽選。そうでしょう。どこの何でも抽選する。しないんですか。ほんで建てる前から名前が

記入されてあるというような話で、細浦の方々から随分お怒りで私の方に何十回と電話来た

んです。私も内容わからないから、ちょっとウィットランドの方に行って話聞いてきました。

ほんで何か名簿があるやつ町の方で持っているからと、名簿、どこにだれが入るかという。

ほんで、私、特別委員長を通じてその名簿を出してくれと、見せてくれとお願いしたところ、

建設課長に断られたと。これないよと。私、細浦の人達に、名簿本当にあるんですかと言っ

たら、寄こしました、これ。名簿。こういうことというのはありえんだべかね。建設する前

からここにだれが入るなんていう名簿をつくって、行政区長もわからないと言うんだから、

やること自体。ほんで、私、あなたに、建設課長、聞いたんですよね。行政区長がわかんな

いような仮設住宅のやり方あるんですかと言ったら、行政区長じゃなくて、それと同等の方

がやっているような話出したから、その同等というのは町会議員でねえべねというような話

を、私、していますよね。この資料を見たら、議員の名前書かれてりゃ。議員の名前。これ、

もし皆さんが見たいと言うんであれば、これコピーして、委員長、配付していただきたいと

思うんです。私の言っていること、うそか本当か。いかがですか。これ何だったら、委員長、

コピーして皆さんに配付してください。こういうことあり得るんですかね。

  そして、この細浦地区の方々で建てることわからない方々がいると。全員がわかって、私は

入らない、あるいは別な仮設を頼むということであればいいんだけれども、特定の方しかや

ること自体がわからなかった。それから、ウィットランドの方に町の職員が２回行っている

ようです、希望をとりに。ね。仮設住宅どうですかというときに、私たちも入りますと。そ

のときにはこの細浦地区の名前は出なかったと。場所はどこであろうが、志津川だとか何と

かといろいろ希望を出した。そうしたところ、その名簿があるんですか。それが紛失してな

いんですか。建設課に行ったら、あなたの名前は載っていないというような話をされたと言

うんですよ。これに載っていないのかどうなのかよくわかりませんがね。こういう資料をな

ぜ建設課長は出さないんですか。私、この用紙をもらった方に、あなた、どこからこいつも

らってきたんですかと言ったら、建設課からもらってきたんだと。どこに、あんた、町民が
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もらって議員がもらえないなんていう資料が世の中にありますか。不思議でならない。これ、

委員長、何だったらこれコピーして皆さんに配付してください。

○委員長（西條栄福君） 町長。

○町長（佐藤 仁君） 漁港の関係ですが、水産特区でもう既に制度ができあがっておりまして、

今ご指摘のようないわゆる漁港の整備に充てるということについては、それはできないとい

うことになっておりますので、それはひとつご理解いただきたいと思います。

  いずれご指摘ありましたように、水揚げする場所がないということになりますと漁民の皆さ

んも大変お困りだということは十分承知をいたしておりますが、こういう状況でございます

ので順番に、最初に２種漁港の方から、そうだね、２種漁港の方から直していきますので、

できればそういったことを利用しながら、それから当面はとにかくご協力いただきたいとい

うふうに考えております。

  それから、２点目につきましては、ご承知のように大変そういう状況でございまして、我々

としても大変教育委員会の機能がなかなか低下しているということは、当然トップの方々が

今不在ということですので、そういう意味におきましては大変教育委員会あるいは担当の職

員の皆も大変つらい思いをしているというふうに思いますが、いずれそういう状況でござい

ますので、確かに任命するのは私でございますが、いずれその辺もう少しお待ちをいただけ

ればというふうに考えてございます。

○委員長（西條栄福君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 福祉仮設のその事業者の関係なんですが、やはり介護とかある

いは福祉の分野のそういうノウハウ、それから勤務態勢が24時間支援が張りつくようなことで

ございますので、個人は想定しておりません。法人というふうなことでご理解願いたいと思い

ます。

○委員長（西條栄福君） 三浦委員。先ほどの細浦の件ですけれども、担当課長に答弁させます

ので。（「資料」の声あり）答弁させますので。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） 解体の件ですけれども、一つは県の指導、環境省の指導もありまし

て、そういうものについては１軒１軒契約をしながら解体しなさいという指導もありました。

それで、そういうものを後でまとめて解体を進めるということで、今業界の方とは調整をして

進めてございます。

  それから、細浦の件でございますけれども、その資料につきましては、私ども住所とかそう
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いう個人情報については出せませんよというふうな話をいたした次第でございます。

○委員長（西條栄福君） 三浦清人委員。

○三浦清人委員 委員長、立場なくなってきたね。

○委員長（西條栄福君） そういうこと……。

○三浦清人委員 何か語ることあったら、語って。特別こっちゃ来て語らいや。副委員長いっか

ら。

○委員長（西條栄福君） いえいえ。どうぞ、質疑続行していただきたいと思います。

○三浦清人委員 想定してないと。もちろん、要するに、普通であれば法人でないとできないわ

けっさ。ですけれども、こういう期間が決まって仮設でやるには、特例だ、特例でできない

のかなという質問だった。できなければできない、もちろんノウハウが、短くてもそういう

とでしょうから、それはそれでいいと思います。そういうノウハウの方が、問題は先着順な

のか、ならないのかっさ。そういうふうなことでバーッと広まると、おらもおらもと出てく

る可能性もありますね。その辺のところの選定というものをきちんとやはりつくっていただ

きたいというふうに思いますね。

  あと、町長ね、その漁港の方、一日も早くやはり改修お願いしたいと思います。民間の企業

の方々の資金というのは改修に使われないということであれば、やはり国、県、町というこ

とになりますのでね。今、国の方針というのはある程度の復旧はするということを言ってい

ますけれども、問題は県なんですね。県がどれだけ負担するか。県がだめだとなった場合に

は、これはちょっと難しいのかなと。特例で国の方でできたら75％ぐらい出してもらうとい

いんですよね。でも、町の25％も大変かなと思いますけれども、いずれにしてもやらないと

復興にならないんですよ。我が町は震災の復興町民会議の中でも、やはり第一次産業の復興

が大事だということを言っていますので、やはり漁港の整備が一番ですから、その辺のとこ

ろで進めていただきたいというふうに思います。

  それから、その解体ですけれども、そうすると、何ですか、いいんですかね、やって。スカ

スカと今あるやつは。今ストップかかっているんですけれどもね。（「やります」の声あり）

いや、やりますじゃなく、やって構わないですか、もう解体。同時に。そこなんですよ。経

費余計かかるんです。重機をこっちに運んでいって、また解体でまた持ってきてやるとね、

二重の手間だから言っているんです。やりますやりますと、いつやるんですか。

  それから、細浦の仮設住宅、これ申込用紙、だって県がつくる仮設住宅を、県がつくる仮設

住宅を、例えば皆さんが入るぐらいつくるんならいいんですよ。これを見ますと17か18でし
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ょう。20人も30人もいた場合には、どのようにしてこれ氏名が入っているんですが、どうい

うふうな選定の仕方をしたんですか、課長。あなたもはまっているんですか、この選定の仕

方に。それから、あなた、行政区長あるいは契約会長と同等の方がやっているということを

話しましたけれども、町会議員も同等なんですか。あなたが言われている同等というのはど

ういうことを言っているのか。15人我々議員がいるんだけれども、同等の、区長だの契約会

長と同等の議員がというのはだれだれのことを指しているんですか。何人いるんですか。15

人皆同等だと思っているんですか。私があのとき確認したんですから。まさか町会議員でね

えべなと。これ見たら町会議員の名前書かれてる。議員の名前。５月27日に。（聴取不能の

声あり）５月26。ほんだから欲しければコピーして出すからね。うん。どうやってこの名前

出てきたんですか。だれが決めたの。それを町民の方々聞きたいんですよ。住民の方々が。

わかんないと言うんだから、行政区長も。普通はこういった仮設住宅とか何か申し込みだっ

たら、行政区長かあるいは契約会長さんたちがはまって、聞いたり回ったりしてやるわけで

すよ。名前を上げるわけですよ、だれだれ入りたい、何人いますとか。ほんで多ければ抽選

するんですよ、普通。多ければ抽選。何でこの方々が名前最初から出ているんですか。ない

人たちはどうなんですか。そういうことなんです、私が言われているのは。どう答弁するん

ですか。

  それから、平成の森の、そうすると工務店では対策しないと。対策というか、何はするけれ

ども、個人で直した補償はしないということですね。ほんでそうするとやった人たちはやり

損という形になるの。だって、雨がどんどん入って困りますよという話はもう以前から出て

いるんですよね。きのう、きょうじゃないですよ。ただ、私が前に言ったのは欠陥住宅だと

言ったんだから、欠陥住宅。ドア開けると雨がダーッと入ってきて。それをとにかく皆さん

が大変だと、このままではだめだからということで個人的にお願いして、大工さんとか何か

にお願いしてお金出して直していたんだよ。これはやはり町かどこかで補償するべきですよ。

私はそう思いますよ。その辺の考え方はどうですか、町としての。一条工務店が出さないの

であれば、あなた、予算とって補助金出すべきじゃないですか。私はそう思いますよ。

  それから、平成の森の番号、何棟何棟という番号ありますよね。入っていって、真ん中あた

りから行くと両端っこ何棟見えるんだけれども、左端の方から入って車で行くと何棟だかわ

からないのね。ほんで入っている方々からも、ぜひこっちから行ってもわかるようにしてほ

しいと。建物にかかることができないのであれば、あそこに立て札か何か立ててほしいとい

うようなお話がありました。これは前からもう話してると言うんだけれども、さっぱりやっ
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てくれねえという話なんですよ、最近ね。その辺どうですか。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） 地域の優先につきましては、まず仮設住宅の用地の対策とその地域

でどれぐらいの人が入るかと、それをまず名簿とかいろいろ出してもらって、その人たちが確

保した用地の中ですべて仮設住宅が建てられるかというふうなことを検討して、それで仮設住

宅は建設を基本的には進めていきますので、その地区に対しては大体用地の中で仮設住宅が満

たされるということでございます。それで、それから一般の皆さんをそこに入れて抽選すると

いうことについては、その用地で余分な土地があってそこに建設ができれば、その部分につい

ては一般抽選としてやっているところはございます。これは荒砥とか平磯、こういったところ

ではその地区の地区優先と一般の入居者の住宅を用地関係者の協力を得ながら建設を進めてご

ざいます。そういうふうなまとめ方については地区の皆さんにまとめていただいているもので

すから、私どもとすればその地区で区長さんあるいは契約区長さん、あるいはそういう代表の

方々がそういうものをお持ちしてそれに基づいて私どもの方は県の方にその計画をお願いして

いる。これで今仮設住宅は建ててございます。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。解体。住宅の解体。

○建設課長（西城 彰君） これについては今業界とそのことで調整していますから、まず業界

の方がその時期を示して解体を進めるようにさせていただきたいと思います。

○委員長（西條栄福君） ちょっとお待ちください。平成の森の看板。

○建設課長（西城 彰君） 今のところ平成の森は戸数が多いのでその辺の迷いというものがあ

るとは思いますので、そのことについてはちょっとこれからその辺も踏まえながら住宅の管理

員等も常駐させますので、そういうところでしっかり対策はとっていきたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 三浦清人委員。

○三浦清人委員 解体についてはまた別な機会でやりたいと思います。

  その細浦地区の仮設について、それから、この我が特別委員長を介して資料提出お願いを拒

否したんですから、この申し込みの名簿は何も住所等々書かれていませんよ。ただ志津川、

蛇王、松井田、それぐらいしか書かれてませんから、個人情報云々の問題ではありませんよ、

これ。何を一般の方に出して議員に出せないのか。これは委員長の名誉にもかかわるんです

よ。委員長の名誉にも。どうなんですか。

  私言っているのは、行政区長が普通わからなきゃならないんですよ、こういう地域さ建てる

ことを。あるいは契約会長とか。その方々が全く知らないと言うんです。全く知らないとこ
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ろで進んでいたということですよ。この名前も書かれていたと。名前のない方々全く知らな

かったと。この名前が載っていない方々は。それから、ウェットランドに町の職員が、先ほ

ど言いましたけれども、２回希望をとりに行っているんですよ。そこには名前書かれたんだ。

そのときにはまだ細浦地区の仮設が出るということはわからなかったと。だけれども、私は

とにかく仮設に入りたいということで希望したんだと。しかしながら、私はほんじゃどこに

行くんですかということでここに来たら、あなたの名前はないよと言われたと言うんだ。そ

れで、その希望とった名簿というのは今あるの、ないの、どっちなの。細浦地区、ウェット

ランドに行って希望とった名簿というのはあるの、ないの。それから、ここに希望者の人た

ちの何割がここに入っているの。そこがおかしいと言うんですよ。

  おおやけの施設、県が建てる仮設住宅。なぜ内密に進めなきゃならないのかと。本当だかう

そだかわかりませんが、ある方がウェットランドに行って、この名前の書かれている方に、

あとの方さシーしてけれよと、こう言われたと言うんですから。実際言われた方が言ってい

るんですよ。内緒にしてけんねえかと。あり得ますか、そんな話。そんなこと影っこでこち

ゃこちゃするようなことで仮設住宅は進行しているんですか。あなたも一緒になっているん

ですか、それも。信頼なんか全くゼロですよ。信頼、住民からの。どうなんですか、その辺。

なぜ出さなかったのか、委員長に言われて、資料。個人情報何もないですよ、何番地、生年

月日、電話番号、一切ないですよ。志津川、西沢、志津川、蛇王、これしかないですよ。こ

れが個人情報になりますか。はっきり言いなさい。

○委員長（西條栄福君） 建設課長。

○建設課長（西城 彰君） 細浦の資料というものにつきましては、職員の方から細浦のそうい

う資料を出してくださいというふうな話が私のところにありました。ただその場合に、住所と

かそういうものについては一応出せませんよというふうな話を私はいたしました。それが特別

委員長だということについてはしっかり私の方でそこで把握ができませんで、それはちょっと

私の責任になるんですけれども、そういうふうな回答をした次第でございます。

  それから、あと細浦については、ウェットランドに聞き取りにも、すべての仮設住宅に希望

は聞き取りに職員が出向いております。ただ地域優先とかそういうものについてはその地区で

まとめているものですから、そういうふうな地域優先の希望はこちらの方ではとってはおりま

せん。それで、細浦についてもすべて名簿に記載された人だけではなくて、細浦地区から直接

建設課の方に来て細浦の方にも入りたいというそういう方もおられましたので、そういう方に

ついてもそこの面積の中で戸数が確保できたものについては一応住宅を建設して、またそれら
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の資料は細浦地区に戻しております。（聴取不能の声あり）

○委員長（西條栄福君） 阿部 建委員。

○阿部 建委員 大分時間がたっていますけれども、二、三点簡単に伺いたいと思います。

まず、この高速道の路線１キロ幅、こいつの下の方に書かれているのは、平成22年３月11日

に津波おきたと書かれてんだけど、これなぜなんだろうね。どこでこれやられたの。22年も23

年もわかんねえんだべかなと思ったりするんだがね。（「23年」、聴取不能の声あり）「平成

22年３月11日東北地方太平洋沖地震」、書かってる、あんた、まなこ、目が見えないの、副町

長。そう書かれてない。私のばりですか。見せますか。委員長。あんたは23年と言った。22年

に出たの。（「阿部委員の話に私、何も反論してませんよ。そうですと言っていました。そっ

ちの方でええっと今……多分こっちの数字だと思います」の声あり）もうそう目が見えないわ

けでも、もう少しは大丈夫だからね。これは何のために、間違いなのか、わざと書いたのか

ね。その説明を願います。

  それから、高速道路、この図面だったら、新聞さ上がっているんですからみんな持っている

んです、わかるんですよ。私の言ったのは、この道路が広域農道がどこを通っていて、例えば

歌津の場合を言うと、港から石泉さの道路、中在から石泉さ行く道路、伊里前から石泉さ行く

道路とかね、そういうものの道路がぼやけてんだか全然見えないもんだから、それらの入った

こういう図面が欲しいなということを話したんであって、こんなのはあきるぐらいわかってい

るんです。今いろいろ見ているんですけれども、この中に気仙沼境、私は気仙沼境にいるんで

すから、100メートルもないんです、私の土地から行くとすぐに気仙沼市の境なんです。そし

て、この図面を見ていると、この境からちょっと行ったあたりから広域農道の上を走っている

んですよ、１キロ幅で。広域農道がほぼ、ちょっと上段になっているかね、ほとんどかぶって

いるんです。

  そういう中で、まずお伺いをしたいのは、インターがこの磯の沢というんですか、そこに出

ると、この志津川地区はね。歌津は皿貝に出ると。そのほかに九多丸ですか、本吉の。その本

吉の九多丸まで皿貝からインターが出るのか出ないのか。まず一点それを伺いしたいと。

  それから、まちづくりに最もこの道路づくりが、何度も言っていますけれども、必要なんで

す。これを見ると伊里前の皆さんが希望している高台などにちょうど高速道路がかぶっている

んじゃないかなと思っているんですから、それで道路などがあればなおさらはっきりかわるん

です。これがお盆までに500メートルに縮小されてほぼ確定してくるんだというようなお話で

すから、徐々にわかってくるんでしょうけれども、ただこれを町長とか、復興会議が国土交通
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省は来ているんだから、復興会議さ来ているということになれば、黙って眺めているのか、こ

ういうふうに通してもらった方がいいとか、まちづくりはこういうふうに通ってもらった方が

都合がいいとかね、そういう意見は何も言わないで黙って聞いて見ているのか。どこ通っても

向こうのやること、向こうでは地元民の希望を十分に取り入れて道路づくりをすると言ってい

るんですから、国の方では。それを黙って座って見ているんですか。何か運動展開しているん

ですか。どこ通ってもいいんですか。国が、国交省がつくる道路、しようがねえからどこでも

いいや、そういう考え方なのか。やはり志津川のまちづくり、歌津の伊里前のまちづくりに

は、ここをこういうふうに高速道路が通ってもらえば都合がいいとか悪いとか、そういうこと

を考えておくのはあるのかないのか。ただ聞いてんのか、その辺聞き入れると言うんですか

ら、地元の移行も十分に、その辺がどういう考えを持ってそういうことの折衝をしたことがあ

るのかどうか。これは本当に永久的な大事業ですので、そこら辺を都合よくこの高速道路をつ

くっていただきたいと。

  きのう、けさの話は高速道路のコースは変わったよということの、それなりの人から私の耳

には入ったんです。私の耳案外地獄耳なものだからね。少々のことは入ってくるね。ほんで高

速道路の路線がちょっと変わったよと、高台に行くようだよと、それなりの人がそういうこと

を言っていましたのでね。その辺も注意深く注目していただきたいと思います。

  それからあとは、関連になりますが、前者も話しましたが、歌津総合支所、先日設計は議決

出しました、無理無理とね、設計がね、議決された。場所は見ただけで、これでよしという決

定をしたわけではありませんので、総務課長さんは本当に誠意を持った答弁をしているなと感

心をしているんです。やはり町民、みんなの希望するところに建てた方がいいと思いますよ。

私もその後に行ってよく見ました。そうしたらあそこには歌津の観光関係の図面が大きくね、

あれ大金かけたんですから。そういう何が立ってあります。それから、あそこに建物を建てる

と階段の上り下り、これも大変であります。あそこの皆さんから聞いたら、何此処さ、だれ此

処さ、何此処さだって、聞いた人全部だめだと、ここは都合悪いよということでね。

  私、参考のために申し上げますが、あれはデイセンターというのかな、社会福祉協議会の

方、あっちに藤の棚があるんですよ。トオね。あれは西北かな、西北。あの福祉、社会福祉の

ね。あそこはとてもいい場所なんですよ。そして、あそこに何か町の仮設の商店街をつくるん

だというようなことも聞きましたので、あそこにそれでも十分に商店街をつくる場所もありま

す。そうすると、商店街に買い物に来た客が役場に行くとか、役場に昼に来た町民が買い物を

するとか、非常に便利な場所だなというふうに見ました。そういうことを話したら、そこが一
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番いいというようなことも二、三の人が言っていました。

  それから、ついでですから申し上げますが、この間これも議決した、議会では議決したこの

病院、１階が病院で２階が役場、これは私の聞いた限り一人もいいことだと言っている人あり

ません。なにすや、病院の上さ役場建てるってさ、何考えてんだと、そういう意見が多かった

ですよ。これは少し考えた方がいいのかなと。２階建てでもいいんですから、わざわざ病人は

ストレス遭わせる、こっちは議会中で救急車でも来れば議会どこじゃねえ。４年も５年も恐ら

く使用になるんだと思いますよ。再考する方がいいんじゃないかなと思いますよ。今３回議決

かかるんですから、この問題は。今のうちに言っておきますから。いま少し考えてもいいのか

なと、そういうふうに思います。どうか町民の皆さんの意向に沿った、せっかくの施設ですの

で、そういうふうに進んでいただきたい。

  町長、道路関係、それを含んだ答弁があればお願いします。総務課長、お願いします。

○委員長（西條栄福君） 町長。

○町長（佐藤 仁君） 私の答弁の抜けた分は担当課から答弁させますので。

  三陸道の関係でちょっとお話をさせていただきますが、当然我々とすれば国土交通省の方に

当地域にとっての利便性も含めて、それから安全性あるいは走行性なども含めて考慮した形

の中で配慮をお願いしたいということでお願いをいたしております。これまでも河川国道事

務所の所長も含めて、所長が７月からかな、新しく変わりました、今までは川崎所長といっ

ていたんですが、今度は桜田という所長さんが参りまして、そちらの方にも三陸道の件につ

いては陳情させていただいております。特に陸前、とにかく港地区とか泊半島、そういった

方のアクセス性を考慮していただきたいとかそういった要望、それから津波の浸水地域内で

国道45号線とアクセスをしていただきたいと、そういうふうな要望とか、それからあわせて

今回の災害で東部道路なんかそうなんですが、大変逃げおくれた方々が東部道路に登ってい

って助かったという方々がいらっしゃいますので、今回のこの三陸道の建設に当たりまして

も、そうした盛り土が高くなった三陸道には町民の方々が上がれるようなそういうふうな配

慮もお願いをしたいというふうなことでもお願いをいたしておりますので、そういう形の中

で町として、どうせつくっていただくんですから、しかも今回菅総理が、大畑大臣かな、10

年で大体完成しろというふうな指示も出ておりますし、この間の国会でも菅総理が三陸道の

ことを触れておりますので、今我々にとって三陸道の整備については本当に風が後から押し

ていただいているという状況でございますので、積極的にこれからもいろんな形の中で提言

をしていきたいというふうに思っております。
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  それから、先ほど仮設診療所のお話ございました。設計の問題も含めましてこれからスター

トいたしますが、いずれ今阿部委員からお話あった部分については、十二分に今後とも考慮

に入れながら進めていきたいというふうに考えております。

○委員長（西條栄福君） 総務課長。

○総務課長（佐藤德憲君） この間の平成の森のあの場所を見ていただきましたけれども、住民

の皆さんがあの場所よりこちらがいいというようなご意見でございますので、検討させてい

ただきますので、ええ、よろしくお願いします。

○委員長（西條栄福君） 阿部 建委員。

○阿部 建委員 支所については検討するということでありますので、ぜひそのように進めてい

ただきたいと思います。

  それから、高速道路につきましても早まると、高速道路を早めるよと、きのうも新聞に上が

っていました。恐らく急ピッチで進んでくるんだろうと思いますので、取り返しがつきません

から、つくった後ではね、つくる前によく検討して、我々特別委員会としてもまちづくりにせ

よ道路づくりにせよ、今後は現場などを見ながらすすむ必要があるんだろうと思います。

それから、別な質問になるかもしれませんが、前にも私が質問しましたが、今までの土地、浸

水地域、とんでもない財産が失われたと、ただということになればね。それで、国の方で買い

上げていただけないものかなと、私は町長にもそういう質問をした記憶がございます。昨日で

すか、一昨日か、日本共産党の有名な国会議員がそういう質問をしましたら、菅総理は買い上

げる方法で考えると言っていますので、その点も町の方からも運動を展開して、私も共産党員

になるだ、一時なんて気持ちももつようなそんなですので、ぜひこれからも運動を進めていた

だきたいと思います。終わります。答弁いいです。終わります。

○委員長（西條栄福君） ほかにありませんか。鈴木春光委員。

○鈴木春光委員 聞いておきたいこと二つ三つあったものだからお聞きいたしたいと思います。

  けさのテレビニュース見た人もあると思うんですけれども、宮城県の復興予算６兆円だとい

うような報道がありました。これは宮城県内の市町村の集計だと。そのうちの農業予算は１兆

2,000億であるというふうなニュースでございましたが、この中で一つ、その後に付け加えた

のは、気仙沼と南三陸町の分は含まれていませんと、そういうような報道だったんだね。見た

人もあっと思うんだけれども。

○三浦清人委員 ちょっと。議事進行。町長いなくていいの。休憩。

○委員長（西條栄福君） 暫時休憩します。鈴木委員、ちょっとお待ちください。
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○鈴木春光委員 はい。

    午後６時２８分 休憩

    午後６時３７分 開議

○委員長（西條栄福君）  おそろいのようですので、再開いたします。

  鈴木春光委員。

○鈴木春光委員 それでは、お聞きいたしたいと思います。

  けさのテレビニュースで報道されたんですけれども、宮城県の復興予算、皆さんご存じのよ

うに６兆円、県内の市町村を集計してみたらあったんだと。そのうちの農業予算は１兆2,000

億だと、こういうような報道でございました。その後に付け加えたのが気がかりだったんで

す。この予算には気仙沼と南三陸町の分は含まれておりませんということなんですけれども、

これはどういうためなのかということを一つお聞きいたしたいと思います。

  それからもう一つは、先ほど同僚委員からもお話ありましたけれども、枝肉出荷停止の問題

であります。これは実は19日に入谷地区の枝肉が出荷する予定でありまして、生産者あるい

は婦人部の方がその研修に東京市場まで行くんだというような見学予定を立てておったそう

ですけれども、出荷寸前に19日の出荷停止となったということなんだけれども、これは結局

福島の、先ほど来おっしゃられているとおり、福島の原発問題に端を発しまして放射能の問

題でまずこういうことになったんだということでございますので、これのひとつ対応方、つ

まり国であるいは県で決めたことだからということで、被災地でないあるいは健全な肉牛が

そういうふうに出荷停止になったということで、こういう場合の救済をやはり町行政として

も支援していただきたいなというようなことでございます。どういうことをお話ししたいか

と言いますと、この出荷停止されてその後に飼育する期間が何日になるか、これわからない

わけですよね。そうするとどういうことが生じてくるかということを考えてもらいたいと思

うんです。肉牛そのものが廃棄処分にしなければならない事態も発生するということを皆さ

んに認識していただきたいなと。そういうときには全く原発の関わりのないところでもそう

いうような事態が生じているということですから、そのことについて町行政としてどういう

ふうな支援策がやっていられるか、あるいはやらなければなというような、もしお考えがあ

りましたら、このことについてお聞かせ願いたいと思います。

  それから、やはり三つ目なんですけれども、要するに復興に向けてのグランドデザインをど

ういうふうに描くかということになるんですけれども、それは提出されてある資料等々にお
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いて十分わかるんですけれども、そのグランドデザインが、毎回提出する資料が同じではグ

ランドデザインにはなっていないのかなと。つまり策定委員なりあるいは町民会議なりあっ

た時点で、こういうふうな考え方もあるという資料の提示の仕方あるいは考え方を皆さんに

理解してもらうためのそういうものがあって、やはり執行部と議会とそういうようなことを

検討しながら完璧な復興計画をつくるべきだろうというふうに私は思うから、このことにつ

いてその資料提示あるいはグランドデザインというのはその都度変わってもやむを得ないと

思う。その基本的なものに、基本的な素案の第１回目の提示から変わっていないとすると、

やはりこいつは復興に近づけることができない、あるいは実施計画の中で迷いが生ずるとい

うようなことになろうかと思いますので、その辺をどういうふうに考えているかということ

と、この復興計画に基づいた町長を初め職員の方々の皆さんは各大臣でございますから、そ

ういうようなことで現場の状況を、現場の状況をよく知ってもらわなければならないと思い

ますが、現場踏査、現場状況をやっているのかどうか。それでないと机上の論で、絵にかい

た餅を皆さんにお諮りしているような感じがいたしますので、この被災の状況をどう復興計

画に結びつけていくかということで非常に大切なことでないかなというふうに思うので、こ

の３点を一応聞かせてもらいたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 町長。

○町長（佐藤 仁君） 私の方から２点ほどお答えをさせていただきますが、最初に枝肉の関係

でございます。実は、17かな、２日前かな、17日だと思うんですが、入谷の肥育農家の方か

らお電話をいただきまして、今回のいわゆるこの原発放射能の問題ということで、大変な風

評になって苦慮しているということで、できれば当町の枝肉については安全安心だというこ

とをアピールするためにもマスコミを寄こしてくれということでお話をいただきまして、早

速マスコミの方に行っていただきました。ところが、残念ながら19日急遽出荷停止というこ

とになりました。

  行政の支援ということですが、今回の場合はまさしくこれは東京電力原子力発電所の問題と

いうことでございますので、当然この被害を受けた分、金額等含めてそうなんですが、当然

これは国に支払いの義務があるというふうに私は思っております。そういった意味におきま

しては、これからいろいろ問題が出てくる、出てきた場合にはしっかりと、県もそういう姿

勢をとっておりますので、町も歩調を合わせながら国に対してそういった面についてはしっ

かりと要請をしていきたいというふうに考えております。

  それから、３点目ですが、現場踏査というお話でございますが、そういった観点から我々と
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すれば町民会議を開催をいたしておりますし、それからそれぞれの地域にお住まいの方々、

そういった方々のご意見を吸収するための地域懇談会を開催をするということでございます

ので、極力地域の皆さんのご意見等々を含めながら計画の策定を担っていきたいというふう

に思っております。

○委員長（西條栄福君） 震災復興推進課長。

○震災復興推進課長（及川 明君） 最初のご質問の復旧に６兆円強という県の発表でございま

すが、どこまで含んでいてどこまで含んでいないのか、ちょっと私ども承知はしていないんで

すが、復旧費は算出できないという本町の名前が入ってなっておりますが、後段に行きます

と、集団移転事業や土地区画整理事業については本町分も含まれているような記述となってお

ります。どこまで含んでどこまでの分が含まれていないのか承知しておりませんので、ご理解

いただきたいと思います。

  それとあと、グランドデザイン、毎回同じ資料を出されてもどうだということで、当然ご指

摘のとおりだと思います。今現在、作業状況をお話ししますと、来週から地域懇談会で、一定

の集団移転の集約化も含めた町の考え方も示しながら住民との合意形成を図っていきたいとい

うお話をしておりましたが、一方で、地積図を復活させまして地形の状況も見ながら、それと

水道含めたライフラインを含めて重ね合わせた適地というものの選定作業も現在並行してやっ

ておりますので、ある程度地域の方々の方向性と私どもの方向性がかみ合った部分について

は、もう少し具体の図面を今後も出していきたいというふうに思っております。

○委員長（西條栄福君） 鈴木春光委員。

○鈴木春光委員 一番大切な「気仙沼と南三陸町は復興予算の中に入っていない」ということな

んだけれども、こいつはどういうためですかという質問にはお答えもらえなかったかなと、

これについてもお答え願いたいと思います。

  枝肉のことについては町長おっしゃるとおりでございますけれども、つまり経営に相当の影

響が出てくるということですよ、経営に。つまり期間を、脂が乗った時、これが出荷適期だな

とそういうような判断の中で２年を経過した肥育度合い、あるいは脂の乗り度合いを見ながら

出荷してやるわけっしゃ。出荷してやるんだそうです。またやるんです、そういうふうに。そ

ういうときにそれを経過してしまうと、つまり脂が異常な状態になるというか、腐ってしまう

と。つまりＡ５、Ａ１、２、３、４、５、Ａ５というと、ご存じのように霜降り牛肉と称され

る差しの入った肉に評価をもらって売れると。それが出荷停止をしたということは東電なりあ

るいは国の……当然肉質がおりる、あるいは廃棄、あるいは出荷までのコストの上乗せ、そう
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いったものが重なるものですから、それが１頭２頭じゃない飼育者は相当な経営に影響が出て

いるということでございます。

  ちなみに震災当初、つまり３月11日以降、これは酪農農家では電気が切れて乳を搾るのに昼

夜をかけて搾乳をした、あるいはその処分が、殺菌処分をしなければならないのが電気が来な

いためにそれを捨てたとか、一日30トン50トンも飼っていると一日15万あるいは20万の損失を

見たというような話も経営の中で聞いているわけです。そういうことですから、肉牛でも搾乳

牛でも相当な経営に影響があるということで、こういう被害に対してどういうふうに行政とし

てもあるいは生産団体としても応援しなければならないんじゃないかなというような思いがあ

るわけです。それをつまり町長答弁のように、国なり県なりさ要請はしてあるということでご

ざいますけれども、さらに全く被害のないところでもそういうような影響が出ているというこ

とをさらに強く要望されまして、県なり国に行政としても応援をしていただきたいし、応援を

すべきだろうというふうに思います。かつてＢＳＥという病状が出た時はそういうような対応

もしていただいたという経過もございますから、これはぜひお願いしておきたいことでござい

ます。

  そういうことでございますので、あと、現場踏査をよくされて、グランドデザインなるもの

をぜひ早急に描きまして、それを復興対応に十分生かせるような方法を講じていただきたいな

というふうに思います。そのことについてひとつ。

  一番最初のお答えをお願いしたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 震災復興推進課長。

○震災復興推進課長（及川 明君） 復旧費の算出ができないということにつきましては、津波

被害が甚大な気仙沼市、名取市、本町と女川町、これについては被害の甚大さから復旧費が算

出できないということでございますが、高台移転を進めるまちづくり事業の本町分につきまし

てはこの６兆円強の中に入っているということでございます。

○委員長（西條栄福君） 町長。

○町長（佐藤 仁君） 枝肉の関係、牛肉の関係につきましては、この問題は当町だけではござ

いませんので、今回こういった損害を受けた各市町と連携をとりながら、国の方にしっかり

とこの補償の問題を含めていろいろこれからも要請をしていきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

○委員長（西條栄福君） 鈴木春光委員。

○鈴木春光委員 終わりますから大丈夫です。
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  町長、ぜひそういうような連携をとりながら、町としても対応されるようにお願いしたいと

思います。

  それから、課長さん、他の市町村におくれをとらないように、ひとつ、こいつマスコミさ、

みんなそろってから報道してけろ言うぐらい、やはり要望していかないとうまくないと思うの

で、なぜ南三陸町出さねえんだというと、事務方の手落ちにやはり見受けられてしまいますか

ら、ぜひそういうことのないように対応していただきたいなと思います。よろしくお願いしま

す。終わります。

  あ、それから、さっき道路の問題が出たったんだけれども、その道路の問題の中で言い忘れ

ていたことは避難道ですよ、避難道。慈恵園の話はしたんですけれども、例えばアリーナに行

く場合に一本しかねえから、アリーナの例えば五日町、十日町、天王前、こういったものを通

り抜けるようにすれば今回も相当車で逃げ切った人があったんでねえかなと思うので、奥尻の

場合には100メートルおきぐらいにそういう道路をつけておりますから、ぜひそういうことで

今回の復興計画の中でその辺も検討の中に入れておいていただきたいなと、そんなふうに思い

ます。以上です。

○委員長（西條栄福君） ほかにありませんか。

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（西條栄福君） ないようでありますので、以上で被害状況及び復旧状況について及び

土地基本計画の考え方についての質疑を終わります。

  お諮りいたします。

  次回の特別委員会の開催は８月５日金曜日とし、これまでの調査活動や当局からの関係資料

を参考に、委員間の議論を交えながら土地利用の方向性や今後の特別委員会としての活動内

容について検討していきたいと思います。これにご異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（西條栄福君） 異議なしと認めます。よって、次回の会議はそのようにとり進めるこ

とといたします。

  なお、時間等については、議長、正副委員長にご一任をいただきたいと思います。

  ほかになければ、以上で本日の会議を終了したいと思います。これにご異議ございません

か。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（西條栄福君） 異議なしと認めます。よって、以上で本日の特別委員会を閉会いたし
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ます。

  大変長時間ご苦労さまでございました。

    午後６時５８分  閉会


